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Abstract

  This paper focuses on the fertility development and family policy in the

Republic of Austria, from 1870 to 2000. This is a part of the research project, a

comparative study of low fertility and family policy in developed countries (the

research grant for Policy Sciences Promotion Project by the Japanese Ministry for

Health and Welfare No.10100101). The purpose of this three-year research project

is to clarify the trends and determinants of fertility, and the policy responses to low

fertility and their effects in developed societies, and to explore the policy

implications for Japan. The study will focus on a couple of developed countries

each year and compare these countries' studies at the end of the third year to

synthesize the results to provide scientific basis for policy proposals.

Reviewing the research reports of IFD ( Institut für Demographie in österreichscher

Akademie der Wissenschaft ) and BMUJF （ Bundesministerium für Umwelt,  Jugend und

Familie ） and using the statistical data of Council of Europe(CD-ROM: 1999, 2000),

we analyzed 1) Trends and determinants of attitudes and behaviors regarding

fertility and the family, 2) Family policy measures to cope with changes in fertility

and the family and their effects

The important findings are:

1. In Austria, like Germany, the social norm for making small families established

before Word War II shaped the basic trend of the fertility decline after the postwar

baby boom and caused the continuous postponement of marriage and the first child

bearing. The relatively higher extra-marital births ratio makes some difference

with western part of Germany but the only slowly increasing cohabitation indicates

the unchanged conservative attitudes for marriage and child bearing.

2.  The review of family policies in Austria shows high complexity of continual

reforms in this political field, caused by historical lack of constitutional definition

on the family. The rich economic support for child bearing in Austria shows no

visible effects on fertility trends.



はじめに

　1971 年の 2.16 を ピ ー ク に 減 少 に 転 じ 、 そ の 後 、 毎 年 の よ う に 戦 後 最 低 の 記 録 を 更 新

し 来 た わ が 国 の 合 計 特 殊 出 生 率 （ 女 性 が 生 涯 に 生 む 子 供 数 の 理 論 値 ） は 、 2 0 0 0 年に 1.35

と 初 め て 前 年 よ り 0.01 ポ イ ン ト 上 昇 し た 。 し か し 、 こ れ は ミ レ ニ ア ム ・ ベ ー ビ ー 効 果 に

よ る 一 時 的 現 象 と 見 ら れ て お り 、 少 子 化 傾 向 に 歯 止 め が 掛 か る か ど う か は 、 依 然 、 予 断 を

許 さ な い 状 況 が 続 い て い る 。

　 こ の た め 、 政 府 も 少 子 化 対 策 の 改 善 ・ 強 化 を め ざ し 、 仕 事 と 子 育 て の 両 立 を 支 援 す る た

め の 育 児 休 業 法 改 正 案 （ 朝 日 新 聞 2 0 0 1 ） を 提 出 す る な ど 、 家 族 政 策 の 見 直 し を 進 め て い

る。 一 方 、 世 界 的 に み れ ば 、 こ の よ う な 少 子 化 は 日 本 の み で は な く 、 広 く 先 進 諸 国 に

共 通 す る 現 象 で あ り 、 そ の 原 因 の 究 明 や 対 策 に あ っ て 国 際 比 較 的 視 点 か ら の 研 究 が 不 可 欠

で あ る こ と は 論 を 待 た な い 。

　 本 研 究 も 1999 年度－ 2001 年 度 に わ た り 、 厚 生 省 科 学 研 究 費 補 助 金 （ 政 策 科 学 推 進 研

究 事 業 ） を 受 け 行 わ れ て い る 「 先 進 諸 国 の 少 子 化 の 動 向 と 少 子 化 対 策 に 関 す る 比 較 研 究 」

プ ロ ジ ェ ク ト の 一 部 を な す も の で あ り 、 日 本 を 含 め 超 低 出 生 力 状 態 に あ る 先 進 地 域 の 、 出

生 ・ 家 族 動 向 と 、 そ の 背 景 、 こ れ に 対 す る 家 族 政 策 に つ い て 、 各 国 の 研 究 機 関 の 協 力 を 得

て 、 報 告 書 ・ 論 文 ・ デ ー タ を 収 集 ・ 分 析 ・ 比 較 し 、 わ が 国 に お け る 少 子 化 対 策 の 参 考 に 資

す る こ と を 目 的 と し て い る 。

　 本 稿 で は 、 こ の 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト に お い て 筆 者 が 担 当 し て い る ド イ ツ ー オ ラ ン ダ 語 圏 の

う ち 、 オ － ス ト リ ア を 取 り 上 げ 、 出 生 ・ 婚 姻 ・ 世 帯 ・ 女 性 の 就 業 動 向 や 家 族 政 策 を 分 析 し 、

そ の 特 徴 と 問 題 点 に つ い て 考 察 す る 。

　オ－ストリアの合計特殊出生率も 1963 年の 2.82 をピークに年々減少を続け、 1999 年

現在 1.32 ( Counc i l  o f  Eu rope ,2000)と、戦後最低を更新しており、前稿（原　2001）で紹介

し た ド イ ツ と 同 様 、 先 進 諸 国 の 中 で も 超 少 子 化 が 最 も 早 く 進 ん だ 地 域 で あ る 。 ま た 家 族 政

策的給付は、 1996 年現在、 GDP の 3.2 ％を占め、 EU 加盟国の平均 2.0 ％ よ り 遥 か に 高 く 、

ヨ ー ロ ッ パ の 中 で も ト ッ プ ク ラ ス に あ り 、 し か も な お 毎 年 の よ う に 家 族 政 策 の 見 直 し を 進

め て お り 、 わ が 国 の 今 後 の 政 策 立 案 に お い て 極 め て 興 味 深 い 事 例 で あ る 。 し か し 、 現 在 ま

で の と こ ろ 日 本 語 の 文 献 は 皆 無 に 等 し く 、そ の 動 向 に つ い て の 詳 細 な 紹 介 が 待 た れ て お り 、

本 稿 が そ の 一 助 と な れ ば と 考 え て い る 。

　 な お 本 稿 の 内 容 は 、 同 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト の 初 年 度 報 告 書 （ 原 2000）に掲載されたもの

に 、 大 幅 な 加 筆 ・ 修 正 ・ 考 察 を 加 え 論 文 化 し た も の で あ る が 、 な お 重 複 す る 部 分 も あ る こ

と を 予 め お 断 り し て お く 。

１ 　 出 生 ・ 家 族 動 向

1.1　出生動向

（ 1 ） 合 計 特 殊 出 生 率 の 変 化

　 オ ー ス ト リ ア の 人 口 転 換 は 、 1 9 世紀末から 20 世紀前半の 1928 年 頃 ま で に 起 き た と さ



れ て お り 、 こ の 間 に 、 1 人 の 女 性 が 一 生 の 間 に 産 む 子 供 の 数 の 指 標 と な る 合 計 特 殊 出 生 率

は 4 人から 2 人へと半減し、1930 年 代 に は 再 生 産 レ ベ ル を 切 り 1.55 人 ま で 低 下 し た （ 図

１）。 つ ま り 、 す で に 、 こ の 時 期 に 、 結 婚 に よ り 出 生 力 を コ ン ト ロ ー ル す る 社 会 か ら 、 配

偶 者 内 の 出 生 抑 制 と 家 族 計 画 に よ り 、 子 供 の 数 が 決 定 さ れ る 社 会 へ と 移 行 し た と さ れ て い

る 。 ま た 出 生 抑 制 は 、 出 生 数 の み で な く 、 生 涯 の ど の 時 期 に 子 供 を 持 つ か と い う 、 出 生 タ

イ ミ ン グ の 調 整 に ま で 及 び 、 こ の 傾 向 は ナ チ ス ・ ド イ ツ へ の 併 合 に と も な う ベ ビ ー ブ ー ム

（1940 年 2.75）や、戦後 1950 年代から 1960 年 代 に か け て 起 き た ベ ビ ー ブ ー ム （ 1 9 6 3

年 2 . 8 2 ） に お い て も 基 本 的 に 変 わ ら な か っ た 。

　さらに 1963 年 の ベ ビ ー ブ ー ム 終 息 後 、 合 計 特 殊 出 生 率 は 1978 年の 1.60 まで急速に

低下、79 年－81 年 に や や 持 ち 直 し た も の の 、 再 び 87 年の 1.43 ま で 低 下 し た 。 ま た 91

年 に や や 上 昇 し た 後 、 再 び 減 少 に 転 じ 、 9 9 年現在 1.32 と 史 上 最 低 を 更 新 し て い る 。 ち な

み に 純 再 生 産 率 （ 年 齢 別 死 亡 率 の 影 響 に よ る 歩 留 ま り も 含 め た 、 再 生 産 年 齢 の 女 子 人 口 の

世 代 増 加 率 、 現 在 の 出 生 - 死 亡 秩 序 が 変 化 し な い と 仮 定 ） も 0.65 と 、 母 親 世 代 の 65％し

か 娘 世 代 に よ っ て 置 き 換 わ ら な い 状 況 と な っ て い る 。

　

（ ２ ） 完 結 出 生 児 数 の 変 化

　 合 計 特 殊 出 生 率 が 、 出 生 力 の 年 次 変 動 を 表 す の に 対 し 、 満 40 歳 を 超 え た 女 性 の 完 結 出

生 児 数 は 出 生 力 の 世 代 変 化 を 示 す （ 図 ２ ）。 こ の 完 結 出 生 児 数 は 1900 年-1905 年生まれ

の 女 性 で 、 す で に 1.8 人 と い う 低 い 水 準 を 示 し て お り 、 1 9 世紀末から 20 世 紀 初 頭 に 進 ん

だ 人 口 転 換 の 結 果 を よ く 反 映 し て い る 。

　1905 年 出 生 の 女 性 以 降 、 完 結 出 生 児 数 の 増 加 傾 向 が 見 ら れ る が 、 こ れ は 20 世紀初頭

生まれの女性では３人に１人であった無子(Kinder los igke i t )の割合が、1930 年生まれの

女 性 で は ７ 人 に 1 人 ま で 低 下 し た こ と に よ る （ 図 3）。さらに 1932 年-1937 年生まれの

女 性 の 完 結 出 生 児 数 は 2.4 人 と 最 も 高 く 、 戦 後 50 年-60 年 代 に か け て の ベ ビ ー ブ ー ム が 、

こ の 世 代 の 母 親 に よ る も の で あ っ た こ と が わ か る 。 こ れ に 対 し 、 先 に 述 べ た ナ チ ス ・ ド イ

ツ へ の 併 合 に と も な う ベ ビ ー ブ ー ム に つ い て は 、 こ れ に 対 応 し た 完 結 出 生 児 数 の 変 化 は 全

く 観 察 さ れ ず 、 こ の ブ ー ム が 出 生 の 前 倒 し ( d i e  Realisierung zuvor "aufgeschobener "

Geburten)に過ぎなかったことが確認できる(BMUJF 1999 a)。

　一方、1963 年から 78 年 に か け て の 、急 速 な 合 計 特 殊 出 生 力 の 低 下 は 、1937 年から 1947

年 生 ま れ の 女 性 の 間 で 、 完 結 出 生 児 数 が 2.4 人 か ら ２ 人 以 下 に 減 少 し た こ と を 反 映 し て い

る 。 ま た 、 現 在 、 完 結 出 生 児 数 を 予 見 し う る 最 も 若 い 1956 年 生 ま れ で も 、 こ の 値 は 1.8

人 を や や 下 回 っ て い る 。 な お 無 子 割 合 は こ の 世 代 で は 、 ま だ 1 5 ％ 以 下 に 留 ま っ て い る が 、

今 後 、 急 速 に 高 ま る と 予 想 さ れ て い る  (IFD,1999:14-15) 。

（ ３ ） 近 年 の 動 向

　 オ ー ス ト リ ア で は 1950 年 代 後 半 か ら 60 年 代 前 半 ま で 続 い た ベ ビ ー ブ ー ム の 後 、 出 生

減 退 が 始 ま っ た 。 こ の 出 生 減 退 の 大 部 分 は 1940 年 以 降 に 生 ま れ た 女 性 に お い て 「 大 家 族

の消滅("Verschwinden gr öß erer Famil ien)」が起きたことによる（IFD,1999:21）。

　この動きを出生順位別有配偶出生児数でみる（図４）と、 1963 年と 86 年 で は 、 後 者 で

は第５子以上の出生児数が前者の 10 分 の １ に 、 第 ４ 子 は ４ 分 の １ に 、 第 ３ 子 は ２ 分 の １



に 減 少 し て お り 、こ れ に 対 し 第 ２ 子 と 第 １ 子 の 減 少 は 前 者 の ３ 分 の ２ 程 度 に 留 ま っ て い る 。

この結果、出生順位別構成比も大きく変化し、第５子以上の出生児数は 10.6 ％から 2.4％

へ、第４子は 8.8％から 4.7％へ、第３子は 16.9 ％から 13.9 ％に後退し、これに対し、第 2

子が 29.2 ％から 36.6 ％、第１子は 34.4 ％から 42.7 ％ を 占 め る よ う に な っ た 。 こ の 構 成 比

は 80 年 代 中 半 以 降 は 、 あ ま り 大 き く 変 化 し て い な い が 、 近 年 に な り 第 １ 子 と 第 ２ 子 の 構

成 比 が 接 近 す る と と も に 、 第 ３ 子 比 率 が や や 高 ま る 傾 向 が 見 ら れ る 。 (Council of

Europe,1999: CD-ROM)

　 ま た 年 齢 別 出 生 率 （ 図 ５ ） を み る と 、 1 9 6 4 年 以 降 の 出 生 減 退 は 、 当 初 25 歳以上の女

性 で 起 き て お り 、 2 5 歳 未 満 で は 、 こ の 時 期 む し ろ 出 生 力 が 高 ま る 傾 向 に あ っ た 。 こ の 事

は 、 後 に 述 べ る よ う に 、 オ ー ス ト リ ア の 女 子 の 平 均 初 婚 年 齢 が 72 年 ま で 低 下 傾 向 に あ っ

た こ と と 関 係 し て い る 。

　しかし、1970 年 代 に 入 る と 、 ど の 年 齢 層 で も 低 下 が 始 ま り 、 7 0 年 代 末 か ら は 、 各 年 齢

層 で 異 な っ た 動 き が 現 れ て く る 。

　 こ の よ う に 若 い 女 性 の 出 産 は 年 々 稀 に な り 、 1 9 7 5 年と比較し 1998 年で、20 歳以下で

は 70％、20-25 歳でも 5 0 ％ も 減 少 し た 。 こ の 結 果 、 他 の ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 同 様 、 若 い 母 親

は 少 数 派 と な っ た 。 ち な み に 1973 年 で は 子 供 の 14％が 20 歳 以 下 の 、 ま た 48％が 25 歳

以 下 の 母 親 か ら 生 ま れ た が 、 1 9 9 8 年 で は 前 者 は 5％、後者は 3 1 ％ ま で 低 下 し て い る 。

　 こ れ に 対 し 25 歳から 29 歳 の 年 齢 層 で は 出 生 率 は 比 較 的 安 定 し て お り 、 9 8 年現在、全

出 生 の 35％ が 、 こ の 「 主 要 出 生 力 年 齢 "Hauptfertilitätsalter"」 層 で 占 め ら れ て い る

（IFD,1999:21）。

　一方、30 歳から 34 歳 の 年 齢 層 で は 、 出 生 力 は 75 年 の 水 準 よ り 25％ほど増加したが、

35 歳から 39 歳 で は 、 い ま だ に 1975 年 の ７ 分 の １ 程 度 と 、 低 い 水 準 に 留 ま っ て い る 。 ま

た 40 歳以上の出生力は、1991 年 以 降 、 上 昇 傾 向 に あ る が 、 そ れ で も 75 年 の 半 分 以 下 に

過ぎない。このため、1998 年現在、35 歳 以 上 の 母 親 か ら 生 ま れ る 子 供 は 全 体 の 10％、40

歳以上は 1 . ６ ％ に 留 ま っ て い る 。

　このような年齢別出生率の変化を反映し、女子の平均出生年齢（図６）も 1978 年 以 降 、

98 年現在までに 1.8 歳上昇し、 28.0 歳 と な っ た 。 と り わ け 、 女 子 の 第 １ 子 平 均 出 生 年 齢

は、 70 年代始めに 23.0 歳という歴史的低水準となった後、継続的に上昇し、 98 年 現 在 、

26.9 歳 と な っ て お り 、 他 の ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 ほ ど で は な い が 晩 産 化 傾 向 が 続 い て い る

（ BMUJF,1999:147-149 ）。

（ 4 ） 避 妊 ・ 中 絶 ・ 非 有 配 偶 出 生

　 オ － ス ト リ ア で は 、 病 院 や 薬 局 を 通 じ て 、 あ ら ゆ る 避 妊 手 段 の 入 手 が 可 能 で 、 コ ン ド ー

ム と ス プ レ イ に つ い て は 処 方 せ ん 不 要 、 ピ ル 、 ペ ッ サ リ ー は 医 師 の 診 断 と 処 方 せ ん を 必 要

と す る （ コ ス ト は 大 部 分 、 利 用 者 負 担 ）。 避 妊 手 段 は 基 本 的 に ピ ル で 、 か な り の 格 差 で コ

ン ド ー ム と 避 妊 リ ン ク が 、 こ れ に 次 い で お り 、 そ の 他 は 、 オ ギ ノ 式 や 基 礎 体 温 法 な ど も 含

め 極 め て 少 数 で あ る 。 若 年 層 で は 殆 ど が ピ ル と コ ン ド ー ム で 、 年 齢 が 上 が る に つ れ 避 妊 リ

ンクの利用率が高まる。不妊手術(Ster i l i s a t i on )は刑法の対象となっており、満 25 歳以

上 で 医 師 の 指 示 が あ る 場 合 か 、 公 序 良 俗 に 反 し な い 何 等 か の 理 由 が あ る 場 合 に 限 ら れ る 。

このため、1996 年で男性 260 例、女性 2560 例 と 非 常 に 少 な い 。



　 人 工 妊 娠 中 絶 は 1975 年以来、いわゆる「期間規定(Fr is tenrege lung)」を満たす限り、

合 法 化 し て お り 、 妊 娠 １ ２ 週 ま で な ら 、 事 前 の カ ウ ン セ リ ン グ を 受 け る こ と 、 母 親 の 中 絶

希 望 が 明 確 で あ る こ と が 条 件 と な る 。 費 用 は 原 則 自 己 負 担  である。

　 な お 、 こ の 「 期 間 規 定 ( F r i s t e n r e g e l u n g ) 」 に 対 す る ア ン ケ ー ト 調 査 に よ れ ば 、 妊 娠 に

よ り 母 親 の 健 康 が 危 険 に 直 面 し て い る 場 合 や 、 生 ま れ て く る 子 供 に 障 害 が 予 想 さ れ る 場 合

は 、 そ れ ぞ れ 8 4 . 4 ％ 、 6 9 . 9 ％ と 高 い 支 持 が あ る が 、 出 生 抑 制 的 目 的 の 場 合 に は 15.0％と

支 持 率 は 低 い 。

（IFD,1999:72-74）

　 オ ー ス ト リ ア の 非 有 配 偶 出 生 割 合 （ い わ ゆ る 婚 外 出 生 割 合 ） は 1998 年現在 29.5％で、

南 欧 諸 国 （ ギ リ シ ヤ 3％、イタリア 8％、スペイン 1 1 ％ ） よ り は 高 い が 、 北 欧 諸 国 （ ス エ

ーデン 54％、ノルウエイ 49％、デンマーク 4 6 ％ ） ほ ど で は な く 、 西 ヨ ー ロ ッ パ の 中 で

は 中 間 的 な 値 で あ る 。

　 こ の 非 有 配 偶 出 生 割 合 （ 図 ７ ） は 1960 年 代 中 ご ろ の 出 生 力 の ピ ー ク 時 に 、 1 2 ％ 以 下 と

いう歴史的低水準を記録した後、上昇に転じ、1978 年の 15％から 83 年の 22％まで増加、

87 年 の 結 婚 ブ ー ム で 一 時 2 1 ％ に 減 少 し た が 、 そ の 後 、 再 び 増 上 昇 し 始 め 、 か っ て の 2.5

倍 に 達 し て い る 。 た だ し 、 こ の よ う な 非 有 配 偶 出 生 割 合 の 変 化 に 対 し 、 非 有 配 偶 の 合 計 特

殊 出 生 率 自 体 は 、 そ れ ほ ど 大 き く 変 化 し て い な い 。

　 と り わ け 、非 有 配 偶 出 生 割 合 が 高 い の は 第 １ 子 の 場 合 で 、61 年の 26％から 98 年の 43％

ま で 上 昇 し た 。 も っ と も 非 嫡 子 の 両 親 の 半 分 以 上 が 出 生 後 （ 大 部 分 が ３ 年 以 内 に ） 結 婚 し

子 供 を 認 知 す る こ と が 知 ら れ て お り 、 こ の 傾 向 は 80 年 代 後 半 か ら 変 わ っ て い な い 。

　 実 際 、 子 供 の 出 生 時 に 有 配 偶 か ど う か は 、 母 親 の 年 齢 や す で に 生 ま れ た 子 供 の 数 に 関 係

し て お り 、 母 親 が 若 い ほ ど 、 ま た 子 供 数 が 少 な い ほ ど 、 非 嫡 子 と な る 可 能 性 が 高 い 。 た と

えば、21 歳 以 下 の 若 い 女 性 が 子 供 を 産 む 場 合 、 そ の 半 数 は 未 婚 で あ る 。 こ れ に 対 し 、 非

嫡出比率は 30 歳-35 歳で 2 2 ％ と 最 も 低 く な る （ た だ し 、 3 5 歳 以 上 で は 再 び 高 ま る ）。ま

た 先 に も 述 べ た よ う に 、 第 １ 子 の 非 有 配 偶 出 生 割 合 は 4 3 ％ と 高 い が 、 こ の 値 は 第 ２ 子 で

は 20％、第３子以上では 15％程度となる。

　 な お 、 オ ー ス ト リ ア の 非 有 配 偶 出 生 割 合 に は 、 大 き な 地 域 格 差 が あ る こ と が 知 ら れ て お

り、カルテン州 42％、シ ュ タ イ ン マ ル ク 州 3 9 ％ な ど が 高 い の に 対 し 、ブ ル ク ラ ン ド 州 19％、

フ ォ ラ ル ベ ル ク 州 22％、ウイーン州 2 6 ％ な ど が 低 い 値 を 示 し て い る 。 こ れ に は 数 世 紀 に

わ た る 歴 史 的 背 景 が あ り 、 基 本 的 に 地 域 農 業 の 形 態 、 土 地 相 続 制 度 、 1 7 世 紀 に お け る カ

ト リ ッ ク に よ る 反 宗 教 改 革 な ど の 影 響 を 反 映 し て い る こ と が 知 ら れ て い る 。

（BMUJF,1999a:141-146）

1.2　婚姻・離婚

（１）婚姻

　オーストリアの婚姻数は、1950-60 年 代 ま で は 年 間 5.5 万 件 に 上 り 、 そ の 大 部 分 が 初

婚 で あ っ た が 、 6 0 年 代 末 頃 か ら 減 少 し 始 め 、 7 8 年には 4.46 万 件 、 う ち 初 婚 は 3.4 万件

ま で 低 下 し た 。 し か し 、 そ の 後 、 最 後 の ベ ビ ー ブ ー ム 世 代 が 婚 姻 年 齢 に 入 り 再 び 増 加 し 、

こ の 波 が 納 ま る と 1993 年 か ら 再 び 減 少 に 転 じ 、 9 8 年現在では 3.91 万 件 と な っ て い る 。



　 ま た 近 年 の 婚 姻 件 数 の 低 下 は 初 婚 の 減 少 に よ る も の で あ り 、 7 0 年 代 初 頭 で は 夫 婦 と も

に 初 婚 が 年 間 4 万 件 あ っ た が 、 8 0 年代では 3.6 万件となり、90 年代では 3.2 万件、98

年現在では 2.68 万 件 と 急 激 に 減 少 し て い る 。 こ れ に 対 し 、 再 婚 は 1970 年の 1.1 万件か

ら 92 年の 1.36 万件（98 年 1.23 万 件 ） と 増 加 し て お り 、 夫 婦 と も 再 婚 が 全 体 の ３ 分 １

を 占 め て い る 。 こ の 初 婚 の 減 少 と 再 婚 の 増 加 の 結 果 、 総 婚 姻 数 に 占 め る 初 婚 の 割 合 も 70

年の 79％から 98 年の 6 9 ％ へ と 、 毎 年 低 下 す る 傾 向 を 示 し て い る 。

　 年 齢 構 造 の 影 響 を 除 い た 女 子 の 合 計 初 婚 率 （ 図 ８ ） も 70 年代の 0.8-0.9 から 98 年の

0.53 へ と 大 幅 に 低 下 し た 。 な お 1972 年、83 年、87 年 に 合 計 初 婚 率 の 一 時 的 な 急 増 ・ 急

減 が 見 ら れ る が 、 こ れ ら は 人 口 学 的 要 因 に よ る も の で な く 、 1 9 7 2 年 １ 月 か ら 結 婚 補 助 制

度（Heiratsbeihi l fe）が導入されたこと、1984 年 １ 月 か ら 、 こ の 制 度 が 廃 止 さ れ る と の

噂 が 流 れ た こ と 、 さ ら に 1988 年１月から実際に廃止されたことによる（BMUJF　1999a:

152） （ １ ）。

　オ－ストリアでは、1960 年代から 70 年 代 始 め ま で は 、 男 女 と も 若 い う ち に 結 婚 す る

傾 向 が あ り 、 女 子 の 平 均 初 婚 年 齢 （ 図 ８ ） は 1974/76 年で 21.4 歳、男子は 24.4 歳であ

っ た 。 こ の よ う な 早 婚 傾 向 は 19 世 紀 も も ち ろ ん 、 2 0 世 紀 中 頃 ま で と 比 べ て も 例 の な い も

のであったが、1970 年 代 中 頃 か ら 再 び 晩 婚 化 し 始 め 、 女 子 の 平 均 初 婚 年 齢 は 1975 年か

ら 87 年 ま で の 間 に 2 歳、1998 年 現 在 ま で に 、 さ ら に 3.3 歳上昇し、26.8 歳 と な っ て い

る 。 ま た 、 こ の 間 、 男 子 の 平 均 初 婚 年 齢 も 29.2 歳 ま で 上 昇 し た 。 こ の よ う な 晩 婚 化 傾 向

に も か か わ ず 、 オ － ス ト リ ア の 平 均 初 婚 年 齢 は 西 ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 の 中 で は 、 ま だ 比 較 的 低

い 方 で ポ ル ト ガ ル 、 ギ リ シ ア 、 ベ ル ギ ー ほ ど で は な い が 、 ル ク セ ン ブ ル ク 、 イ ギ リ ス 、 フ

ラ ン ス 、 イ タ リ ア 、 ス ペ イ ン と ほ ぼ 同 じ 、 ス カ ン ジ ナ ビ ア 諸 国 よ り は 明 ら か に 低 い 。

(IFD,1999:25-27)

　 ま た 出 生 コ ー ホ ー ト 別 に 50 歳 ま で の 女 子 既 婚 率（ proportion of ever married woman by age

50 ） を み る （ 図 ９ ） と 、 1930 年から 1938 年 生 ま れ ま で は 概 ね 90 ％ 近 く で あ っ た が 、 そ の

後 、 徐 々 に 低 下 し 1952 年 生 ま れ で は 83 ％、 1965 年 生 ま れ で は 75 ％ ま で 低 下 す る と 予 想

さ れ て い る 。

（２）離婚

　 第 二 次 大 戦 直 後 の 離 婚 ブ ー ム 以 降 、 離 婚 率 は 60 年 代 中 頃 ま で 非 常 に 低 い 水 準 に あ り 、

60 年 代 初 頭 の ベ ビ ー ブ ー ム 期 に は 合 計 離 婚 率 ( 図 ８ ） が 14％と最低を記録した。しかし 60

年 代 末 か ら 離 婚 件 数 、 合 計 離 婚 率 と も 増 加 に 転 じ 、 こ の 傾 向 が 現 在 ま で 続 い て お り 、 7 0

年 代 初 め の 年 間 1 万件から、80 年 代 中 頃 に は 1.5 万件、90 年代には 1.8 万 へ 、 合 計 離 婚

率も 20％、30％へ、さらに 3 9 ％ へ と 上 昇 し た 。 ま た 、 こ の 間 、 死 別 も 含 め た 全 婚 姻 解 消

(Ehelösungen)に占める離別の割合も 70 年代の 19.8％から 38％まで増加した（IFD,

1999:27-28) （2）。

1 . 3 　 世 帯 ・ 家 族 構 造 の 変 化

（１）世帯

　 オ － ス ト リ ア の 一 般 世 帯 数 は 、 人 口 よ り 遥 か に 早 い ペ ー ス で 増 加 し て お り 、 6 1 年の 231



万世帯から 98 年現在の 323 万 世 帯 ま で 約 4 0 ％ （ こ の 間 の 人 口 増 加 率 は 14％）増加した。

こ の た め 一 般 世 帯 の 平 均 世 帯 人 員 も 3.02 人から 2.49 人 に 減 少 し た 。 今 後 も 、 こ の 傾 向

は続くと思われ、2031 年 ま で に 一 般 世 帯 数 は 、 さ ら に 1 4 ％ 増 加 、 平 均 世 帯 人 員 も 2.14

人まで縮小すると予想されている（BMUJF,1999a:190-196)。

　 こ の 一 般 世 帯 数 の 増 加 は 、 単 独 世 帯 と 多 人 数 世 帯 の 、 両 方 の 増 加 に よ る が 、 ま ず 60 年

代から 70 年 代 に か け て 前 者 が 急 激 に 増 加 し た の に 対 し 、 8 0 から 90 年 代 に か け て は 後 者

の 増 加 の 方 が 大 き か っ た 。 し か し 、 2 0 3 1 年 ま で の 推 計 に よ れ ば 、 今 後 の 増 加 の ３ 分 の ２

は 単 独 世 帯 に よ る も の と 予 想 さ れ て い る 。

　 さ ら に 世 帯 人 員 別 に 増 加 傾 向 を 比 べ る と 、 単 独 世 帯 数 が 1961 年の 45.3 万世帯から 98

年の 97.6 万 世 帯 へ と ２ 倍 以 上 と な り 、 こ れ に 次 い で ２ 人 世 帯 が 62.3 万世帯から 97.6 万

世 帯 へ 顕 著 に 増 加 し た 。 こ れ に 対 し ３ 人 世 帯 は 48.2 万世帯から 58.8 万 世 帯 へ 、 ４ 人 世

帯は 34.5 万世帯から 46.0 万 世 帯 と 、 増 加 の 幅 が 小 さ い 。

　 こ の 単 独 世 帯 の 増 加 と 世 帯 規 模 の 縮 小 傾 向 の 背 景 に は 様 々 な 要 因 が あ る が 、 ま ず 第 一 に

挙 げ ら れ る の が 人 口 高 齢 化 の 影 響 で あ る 。 よ り 多 く の 人 々 が 高 齢 に 達 す る に つ れ 、 子 供 が

離 家 し 夫 婦 の み と な る 世 帯 や 、 さ ら に 配 偶 者 に 先 立 た れ 結 果 的 に 単 独 世 帯 と な る ケ ー ス が

増加しており、1961 年から 91 年 ま で の 単 独 世 帯 数 増 加 の 44％が 60 歳以上、32％が 75

歳 以 上 の 世 帯 に よ る も の で あ る 。 将 来 推 計 に よ れ ば 老 人 単 独 世 帯 は 1998 年の 53.0 万世

帯から 2031 年には 92.0 万 世 帯 へ と 増 加 す る と さ れ て い る 。

　 次 に 家 族 形 成 ・ 解 消 プ ロ セ ス の 変 化 、 と り わ け 60 年 代 の ベ ビ ー ブ ー ム 以 降 の 家 族 規 模

の 縮 小 や 、 両 親 の 家 か ら 離 れ て 同 棲 関 係 に 入 る 若 者 の 増 加 、 ま た 、 そ の 関 係 の 不 安 定 性 な

ど が 挙 げ ら れ る 。 同 時 に 、 か っ て 農 業 や 商 工 業 で 見 ら れ た 家 族 就 業 的 な 複 合 世 帯 （ ３ 世 代

世 帯 や 、 複 数 核 家 族 か ら な る 世 帯 、 核 家 族 と そ の 他 親 族 か ら な る 世 帯 ） が 殆 ど 消 滅 し 、 5

人世帯や 6 人 世 帯 の 世 帯 数 が 大 幅 に 減 少 し た こ と も 影 響 し て い る と い う 。

（ ２ ） 核 家 族 ・ 同 棲

　 オ － ス ト リ ア の 核 家 族 （ 夫 婦 と 同 居 児 、 夫 婦 と 同 居 児 な し 、 同 棲 、 片 親 と 同 居 児 ） は 、

1997 年現在約 225 万 世 帯 に 上 り 、 過 去 10 年 間 継 続 的 に 増 加 し て い る が 、 そ の 増 加 は 小

さく、今後 10 年 間 、 殆 ど 増 加 し な い と 予 想 さ れ て い る 。

　 核 家 族 を 同 居 児 の 有 無 ( 表 １ ） で 分 け る と 、 6 0 年 代 初 頭 以 降 、 「 同 居 児 あ り 」 が 12％、

「 同 居 児 な し 」 は 4 0 ％ 増 加 し て お り 、 前 者 の 増 加 が 弱 い こ と が わ か る 。 ち な み に 61 年で

は 、 家 族 数 全 体 の 69％（128 万 世 帯 ） が 「 同 居 児 あ り 」 あ り だ っ た が 、 9 7 年 に は 、 こ の

割合は 64％（144 万 世 帯 ） ま で 低 下 し て い る 。 こ の 「 同 居 児 あ り 」 の 世 帯 数 は 、 人 口 構

造 の 変 化 や 無 子 (  Kinderlosigkeit)の増大を通じ、2031 年 ま で に 、 さ ら に 10％減少する

一 方 、 逆 に 「 同 居 児 な し 」 の 世 帯 数 は 3 0 ％ 増 加 す る と 予 想 さ れ て い る 。

　同棲世帯(表１）は、1971 年の 5.1 万世帯から 1997 年の 18.7 世 帯 に 増 加 、 核 家 族 世

帯 全 体 に 占 め る 割 合 も 2.7％から 8 . 4 ％ へ と 高 ま っ て 来 た が 、 年 齢 構 造 の 変 化 を 反 映 し 、

近年（94 年/97 年 ） は 、 片 親 家 庭 と と も に 、 む し ろ 減 少 ・ 低 下 の 傾 向 が 見 ら れ る 。

1.4.　就業動向



　就業率は、 1997 年現在、生産年齢人口全体の 69.2 ％（1985 年：68.4 ％）で、男性は 76.1 ％、

女性は 61.6 ％となっている（図 10 ）。

　 オ － ス ト リ ア で は 1992 年 に 「 男 女 均 等 関 連 法  (Gleichbehandelungspaket)」が議会

で可決され、1991 年-93 年 か ら 施 行 、 ま た 93 年 か ら 他 の ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 同 様 「 女 性 を

公職へ(Frauenf öderung im öf fent l ichen Dienst )」という政策が実施されるなど、女性

の 就 業 を 促 す 努 力 が 続 け ら れ て い る 。

　 し か し 女 性 の 就 業 率 は 1993 年から 96 年 に か け て む し ろ 後 退 し 、 9 7 年 に な っ て よ う や

く わ ず か に 増 加 し た （ 男 性 の 就 業 率 も 92 年 以 来 、 減 少 傾 向 に あ る ）。 ま た 女 性 の 就 業 分

野 も 事 務 や 商 業 が 中 心 で 職 場 内 で の 地 位 も 男 性 よ り 低 い 傾 向 が あ り 、 水 平 的 に も 垂 直 的 に

も 制 約 さ れ て い る 。 確 か に 長 期 的 傾 向 と し て 、 女 性 の 就 業 率 は 着 実 に 増 加 し て い る が 、 過

去 も っ と も 増 加 し た の は 、 労 働 時 間 が 週 12 時間から 35 時 間 ま で の 、 パ ー ト タ イ ム 就 業

（97 年 現 在 全 体 の 30％）と、週 11 時 間 以 内 で 収 入 が 月 3740AST(1ATS=7.8 円、3.9 万

円、以下同様に円換算)以下の、準就業関係(geringf ügigen Beschäftigungsverheltnis)

で あ る 。 ち な み に 十 分 な 社 会 保 険 が 持 て な い 、 こ の 準 就 業 関 係 者 は 男 女 合 わ せ て 17.3 万

人 に の ぼ る が 、 そ の ３ 分 の ２ が 女 性 で あ る （ こ の た め 年 金 改 革 関 連 法 案 で 、 救 済 策 が 講 じ

ら れ て い る ）。

　 ま た 男 女 の 賃 金 格 差 も 依 然 大 き く 、 パ ー ト タ イ ム 就 業 も 含 め た 平 均 賃 金 で 女 性 は 男 性 よ

り 4 5 ％ 、 フ ル タ イ ム 就 業 の み で も 、 労 働 者 で 40％、事務員で 48％低くなっている。

　さらに 20 歳から 39 歳 ま で の 女 性 の 就 業 率 を 、 年 齢 別 、 子 供 数 別 に 比 較 し て み る （ 表

２ ） と 、 年 齢 や 子 供 の 有 無 が 微 妙 に 影 響 し て い る こ と が わ か る 。 た と え ば 30 歳から 34

歳 層 で は 全 体 の 就 業 率 は 74.4％だが、無子では 88.2％と高く、有子では 68.7％と低くな

っ て い る 。 さ ら に 全 体 と し て 15 歳 以 下 の 子 供 数 に 応 じ て 就 業 率 が 低 く な る 傾 向 が 見 ら れ 、

１ 子 の 場 合 は 各 年 齢 層 で 80％前後だが、2 子になると 6 0 ％ 前 後 に 、 ３ 子 以 上 で は 50％近

く に 低 下 す る 。 た だ し 、 こ の 傾 向 は 母 子 家 庭 に は 当 て は ま ら ず 、 全 年 齢 で 就 業 率 は 90％

近 く に 達 す る 。

　 ま た 、 表 に は 示 し て い な い が 、 パ ー ト タ イ ム 就 業 の 比 率 も 20 歳から 54 歳 ま で の 就 業

女性で、配偶者・子供ありの場合、50％近く（子供 1-２人では 55％、3 人以上では 52％）

と な る （ こ れ に 対 し 、 母 子 家 庭 の 場 合 は 6 1 ％ が フ ル タ イ ム 、 3 7 ％ が パ ー ト タ イ ム 就 業 ）。

　 オ － ス ト リ ア の 失 業 率 は 1997 年平均で 7.1％で（80 年-81 年：2.7％）、80 年代から

長 期 的 上 昇 が 続 い て お り 、 男 性 6.9％に対し、女性は 7.4％と高い。70 年代から 80 年代

に か け て は 製 鉄 業 な ど の 基 幹 産 業 の 危 機 か ら 男 性 の 失 業 率 が 上 昇 し た が 、 8 0 年 代 中 頃 か

ら は サ ー ビ ス 業 を 中 心 に 、 女 性 の 失 業 率 が 上 昇 、 近 年 は 、 5 0 歳 以 上 の 高 年 齢 層 の 失 業 率

が 高 ま る 傾 向 に あ る 。 ま た 1997 年現在、12 か 月 以 上 の 長 期 に わ た る 失 業 者 は 全 体 の ３

分の１（EU の平均は２分の１）にあたっている（IFD,1999:56-58）。

2.　家族政策の動向

2 . 1 　 家 族 政 策 の 基 本 的 な 考 え 方 と そ の 社 会 的 背 景



　 オ － ス ト リ ア の 家 族 政 策 や 家 族 ・ 児 童 を 対 象 と し た 社 会 政 策 は 、 基 本 的 に 秩 序 維 持 的 性

格 の も の で 、 家 族 形 成 を 促 す た め の 、 物 質 的 ・ 制 度 的 な 枠 組 み 条 件 を 整 え る こ と を 目 的 と

し て い る 。 こ の た め 特 定 の 生 活 形 態 を 偏 重 し た り 強 制 し た り す る も の で は な い が 、 他 方 、

子 供 を 養 育 す る 世 帯 と 、 そ れ 以 外 の 世 帯 の 、 負 担 の 均 等 化 を 図 る こ と 、 と り わ け 、 就 業 活

動と家庭生活の両立（Vereinbarkeit von Erwebst ätigkeit und Familientätigkeit）に

向 け 、 よ り 良 い 前 提 条 件 を 創 出 す る が 重 要 な 柱 と な っ て い る （ I F D 　 1 9 9 9 : 3 7 - 3 9 ）。

● 低 出 生 力 対 策

　 オ － ス ト リ ア 女 性 の 平 均 希 望 子 供 数 が 約 ２ 人 で あ る の に 対 し 、 1 9 9 8 年 現 在 の 合 計 特 殊

出生率は 1.34 人 と 、 両 者 の 間 に は 大 き な 隔 た り が あ り 、 こ れ が 人 口 動 向 や 福 祉 国 家 の 維

持 に 与 え る 長 期 的 影 響 が 懸 念 さ れ て い る 。こ の た め 希 望 子 供 数 の 実 現 を 妨 げ て い る 要 因 を 、

調 査 研 究 し 特 定 す る と と も に 、 こ れ を 取 り 除 く こ と が 、 家 族 政 策 目 標 の 一 つ と さ れ て い る

（ただし明示的な形での出生促進的政策(pronata l i s t i sche  Po l i t ik )的意図はない。）

● 就 業 活 動 と 家 庭 生 活 の 調 和

　 就 業 活 動 と 家 庭 生 活 と の 対 立 が 深 刻 化 す る 中 、 こ れ を 緩 和 し 、 家 庭 と 職 業 の 調 和 を 高 め 、

家 事 と 育 児 の よ り 公 平 な 分 担 を 実 現 す る こ と が 目 指 さ れ て い る 。このため 1990 年には「家

族関連法 (Familienpaket)」が、また 1992 年には「男女均等関連法( Gleichbehandelungs-

paket)」が可決され、91 年から 93 年 に か け 施 行 さ れ た 。 こ れ に よ り 母 性 保 護 の 改 善 や

育 児 休 業 （ K a r e n z u r l a u b ） の 取 得 形 態 の 多 様 化 、 パ ー ト タ イ ム 就 業 の 基 盤 強 化 な ど が 進

ん だ 。 ま た 家 族 介 護 の た め の 有 給 休 暇 や 養 育 期 間 の 年 金 算 入 も 拡 大 し た 。 ま た 98 年から

は 要 介 護 者 を 抱 え る 者 が 雇 用 者 に 勤 務 時 間 削 減 を 求 め る 権 利 が 認 め ら れ る よ う に な っ た 。

 し か し な が ら 男 女 の 性 別 役 割 分 業 の 改 善 は あ ま り 進 ん で お ら ず 、 育 児 休 業 を 取 得 す る 男

性も 1998 年 現 在 利 用 者 全 体 の 1 . 6 ％ に 過 ぎ な い 。 こ の た め 1996 年 か ら は 男 性 の 育 児 休

業 取 得 を 促 進 す る 効 果 を 期 待 し 、 両 親 の い ず れ か 一 方 （ 主 と し て 母 親 ） し か 育 児 休 業 を 取

ら な い 場 合 は 休 業 期 間 を 半 年 短 縮 す る 措 置 を 講 じ た り 、 「 マ ト モ な 男 は （ 家 事 ・ 育 児  も）

半分半分（Ganze Männer machen halbe/halbe）」 と い う 政 策 キ ャ ン ペ ー ン を 展 開 し て

いる。ま た 職 場 に お い て も 家 族 生 活 に お け る 平 等 な パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 支 援 す る た め に「家

庭 に や さ し い 職 場 」 の 基 準 を 設 定 、 現 状 と あ る べ き 姿 の ギ ャ ッ プ を 3 年 以 内 に 改 善 す る

よ う 企 業 に 求 め て お り 、基 準 を 達 成 し た 企 業 に 認 定 書 を 出 す な ど 啓 蒙 活 動 を 展 開 し て い る 。

　 一 方 、 こ れ と は 別 に 育 児 ・ 家 族 介 護 に お け る 女 性 の 負 荷 軽 減 の 前 提 と な る 、 様 々 な 形 態

の 保 育 施 設 の 建 設 や 託 児 保 母 （ T a g e s m u t t e r ） の 提 供 、 介 護 施 設 の 強 化 な ど の イ ン フ ラ

整 備 に も 力 を 入 れ て い る 。

● 有 子 家 庭 の 貧 困 化

　97 年 現 在 、 オ － ス ト リ ア の 一 般 世 帯 の 1 0 ％ （ 収 入 を 基 準 ） な い し 17％（支出を基準）

が 貧 困 に 脅 か さ れ て お り 、 こ の う ち 3 分の 2 （ 6 7 ％ ） が 有 子 家 庭 で 占 め ら れ て い る 。 し か

も 貧 困 状 況 は 小 さ な 子 供 の 数 に 比 例 し て 高 ま る 傾 向 （ 図 1 1 ） に あ り 、 ３ 人 の 子 供 を 持 つ

世 帯 の 貧 困 率 は 、 夫 婦 の み 世 帯 の ５ 倍 以 上 に 上 る 。 ま た 多 子 世 帯 と 並 ん で 、 専 業 主 婦 （ 主

夫 ） 世 帯 （ 就 業 者 が 一 人 の 世 帯 ） や 片 親 世 帯 が 貧 困 に 直 面 し て い る 。 こ の た め 子 供 が 貧 困

に 直 面 す る 危 険 性 は 高 齢 者 と 同 じ く ら い 高 く 、 そ の 数 は 未 成 年 者 全 体 の 8％、15.2 万人

に 上 る と い わ れ て お り 、 こ の 点 か ら も 子 供 を 養 育 す る 世 帯 と 、 そ れ 以 外 の 世 帯 の 、 経 済 負

荷 の 均 等 化 が め ざ さ れ て い る 。



● 家 庭 内 暴 力  ヘの対応

　 オ － ス ト リ ア で も 90 年代の初め頃から「家庭内暴力（Gewalt  in  der  Fami l ie）」が社

会 現 象 と し て 注 目 さ れ 始 め 、 物 理 的 ・ 性 的 暴 力 、 と り わ け 養 育 放 棄 、 虐 待 、 性 的 暴 行 な ど

が 問 題 と な っ て い る 。 ま た 職 場 や 学 校 で の い じ め か ら 女 性 売 買 、 強 制 売 春 ま で 、 同 種 の 暴

力は家庭外でも起きている。このため環境・青少年・家族省（BMUJF:Bundesminisiterium

für Umweltm Jugend　und　 Familie）は 93 年 か ら 「 家 庭 内 暴 力 に 対 抗 す る 基 盤 づ く

り（Platform gegen Gewalt in der Familie）」 の キ ャ ン ペ ー ン を 開 始 し 、 教 員 、 心 理 カ

ウ ン セ ラ ー 、 社 会 カ ウ ン セ ラ ー 、 警 察 、 司 法 関 係 者 な ど の ネ ッ ト ワ ー ク 作 り に 取 り 組 ん で

いる。また 1997 年 ５ 月 に は 「 家 庭 内 暴 力 に 対 す る 連 邦 保 護 法 」 が 施 行 さ れ 、 警 察 や 民 警

に よ っ て 禁 止 命 令 が 出 せ る よ う に な る と と も に 、 こ れ に よ り 警 察 と 司 法 、 ま た 市 民 保 護 団

体 と の 緊 密 な 協 力 が 可 能 と な っ た 。

2.2　家族政策関連施策

(1)家族政策関連支出の規模

　オ－ストリアの家族政策の中心は、家族世帯に対する所得再配分(monet äre Transfer

für  Fami l ie )にあり、家族政策的給付の総受給数は、1996 年現在、110 万世帯（１子が 53

万、２子が 41.5 万 、 ３ 子 以 上 が 25 万世帯）、 金 額 的 に も ヨ ー ロ ッ パ の 中 で ト ッ プ ク ラ ス

に あ り 、 狭 義 の 家 族 給 付 の み で GDP の 3.2％を占め、EU 加 盟 国 の 平 均 2.0％より遥かに

高 い 。 ま た 、 こ の 狭 義 の 家 族 給 付 の 他 に 、 税 制 上 優 遇 や 家 族 政 策 的 配 慮 に よ る 免 税 分 な ど

を す べ て 合 算 す る と 、 そ の 総 額 （ 9 6 年）は GDP の 8％、年間 2000 億 ATS（１兆 5600

億円）にもなるという（IFD1999:41）。

　しかし意向調査（1995 年 ） の 結 果 に よ れ ば 、 こ の よ う な 手 厚 い 家 族 政 策 に 対 し 「 お お

い に 」 満 足 と 答 え た 者 は 全 体 の 29％に過ぎず、41％は 1990 年 代 以 降 の 家 族 政 策 は 十 分

と は い え な い と し て お り 、 調 査 対 象 者 が 仕 事 と 家 族 の ど ち ら を 強 く 志 向 し て い る か に よ っ

て評価が異なる（1 子 し か 望 ま ず 共 稼 ぎ を 志 向 す る 者 や 片 親 家 庭 、 ま た パ ー ト ナ ー が い て 、

す で に １ 子 な い し は ２ 子 を 持 つ 母 親 の 場 合 は 、 就 業 支 援 的 政 策 や 保 育 施 設 の 建 設 な ど へ の

期 待 が 大 き く 、 3 子 以 上 を 望 む 家 族 志 向 の 強 い 者 や 子 沢 山 の 家 庭 で は よ り 手 厚 い 経 済 的 支

援を要望している）という（Gisser,1995:134-140）。

（ 2 ） 狭 義 の 家 族 給 付

　 オ － ス ト リ ア の 家 族 給 付 は 、 度 重 な る 制 度 改 正 な ど を 反 映 し 、 支 給 対 象 、 条 件 、 財 源 な

ど 、 極 め て 複 雑 ・ 多 岐 に わ た っ て い る 。

●児童手当(家族手当：Famil ienbeihi l fe)

　 オ － ス ト リ ア の 家 族 政 策 関 連 施 策 で 量 的 な 意 味 で 最 も 重 要 な 政 策 手 段 が 児 童 手 当 で あ る 。

　これは 1992 年 以 来 、 子 供 と 生 活 す る 両 親 の 一 方 （ 主 と し て 家 事 を 行 う 者 、 特 に 反 証 が

な い 限 り 母 親 、 子 供 が 両 親 と 同 居 し て い な い 場 合 は 、 子 供 の 生 活 費 の 大 部 分 を 負 担 し て い

る方の親）に、原則的に税務署(Finaz ämter)を通 じ て 支 払 わ れ る が 、 多 く の 場 合 、 各 職

場 で の 給 与 調 整 の 形 を と る 。 9 8 年 末 で 受 給 者 は 110 万人、185 万 人 の 子 供 が 恩 恵 を 受 け

ている （3）。 児 童 手 当 は 原 則 的 に 未 成 年 者 （ 満 19 歳 ま で ） を 対 象 と し た も の で あ る が 、 職



業 教 育 期 間 に あ る 場 合 は 最 長 満 26 歳 （4） ま で 支 払 わ れ る 。 ま た 継 続 的 に 就 業 不 能 の 子 供

の 場 合 は 年 齢 制 限 は な い 。

　なお 1998 年には新たに家族関連法（Fami l ienpaket）が議決され、99 年 か ら 児 童 手 当

の増額が、2000 年 か ら は 年 齢 に 応 じ た 支 給 に 加 え 、 子 供 数 に 応 じ た 支 給 も 始 ま っ た 。 ち

なみに 2000 年 １ 月 現 在 の 児 童 手 当 の 基 準 額 は 1450 ATS（第１子、満 10 歳 以 下 の 場 合 、

1 万 1310 円 ／ 月 ） か ら 2350ATS（第３子、満 19 歳 以 上 の 場 合 、 1 万 8330 円／月）と

な っ て い る 。

●母子一時金(Mutter-Kind-Bonus)

 1974 年 以 降 増 額 さ れ た 出 産 手 当 が 1996 年 の 改 定 で 廃 止 さ れ 、 代 わ っ て 1997 年から

2000ATS（1 万 5600 円 ） の 母 子 一 時 金 が 支 払 わ れ る よ う に な っ た 。 支 払 い 金 額 は 所 得 階

層 別 に な っ て お り 、 出 産 前 の 世 帯 の 課 税 所 得 が 448800ATS（約 350 万 円 ） を 越 え な い こ

と が 条 件 と な っ て い る 。 後 述 す る 母 子 手 帳 ( M u t t e r - K i n d - P a s s ) の 交 付 期 間 （ 妊 娠 か ら 満

１ 歳 ま で ） に 医 師 診 察 を 受 け る こ と が 受 給 条 件 と な っ て い る 。 1 9 9 6 年 ま で は 受 診 率 を 高

め る 目 的 で ４ 期 に 分 け 15000ATS（11 万 7000 円 ） の 母 子 手 当 が 支 給 さ れ た が 、 1 9 9 6 年

の 改 定 で 廃 止 さ れ 、 9 7 年からは 2000 ATS に 減 額 さ れ た 。 こ の 結 果 、 受 診 回 数 が 96 年

より 9.1％減少した。

●週給付金（Wochengeld）と自営援助金（Betr ibshi l fe）

　 週 給 付 金 は 母 性 保 護 に 基 づ く 産 前 産 後 の 就 業 禁 止 期 間 に 休 業 補 償 と し て 支 払 わ れ る も の

で あ る 。 就 業 禁 止 期 間 中 の 非 自 営 業 の 就 業 女 性 に 、 過 去 ３ ヶ 月 の 平 均 賃 金 相 当 額 が 医 療 保

険 か ら 支 払 わ れ る 。 自 営 業 及 び 農 婦 の 場 合 は 、 同 様 の 期 間 、 各 職 業 団 体 の 社 会 保 険 な ど か

ら 自 営 援 助 金 が 支 払 わ れ る （ 9 8 年 以 降 、 日 額 300ATS（2340 円）、 臨 時 に 人 を 雇 っ た 場

合 の コ ス ト を 想 定 ）。 こ れ ら 週 給 付 金 と 自 営 補 助 金 は 、 産 前 産 後 期 間 の 母 性 保 護 を 目 的 と

し て い る が 、 同 時 に 所 得 保 障 的 効 果 も 期 待 さ れ て い る 。

●育児休業手当（Karenzgeld）と部分期間手当（Tei lze i tbeihi l fe）

　 こ の 産 前 産 後 に 支 払 わ れ る 週 給 付 金 や 自 営 援 助 金 と は 別 に 、 1 9 7 4 年 か ら は 、 過 去 の 所

得 水 準 と は 関 係 な く （ た だ し 、 母 子 家 庭 、 既 婚 か 、 未 婚 か に よ り 区 別 が あ る ）、 育 児 休 業

中 に 、 一 定 額 の 育 児 休 業 手 当 が 支 給 さ れ る こ と に な っ た 。 ま た 90 年 か ら は 男 性 で も 、 子

供 と 同 居 し て お り 、 主 と し て 、 そ の 面 倒 を 見 な け れ ば な ら な い 場 合 は 、 子 供 が 満 ２ 歳 に な

る ま で の 期 間 、 育 児 休 業 手 当 を 受 け 取 る こ と が で き る よ う に な っ た 。 こ の 育 児 休 業 手 当 は

失 業保 険の 家族 負担 調整 基 金 (Faimilienlastenausggleichsfond:　 FLAF)か ら支 出さ れ

る。基準金額は毎月 5565ATS（43407 円）で、総額は 1998 年現在年間 670 億 ATS（5226

億 円 ） に 上 る 。

　1996 年の改正で、92 年 以 降 可 能 と な っ て い た 育 児 休 業 手 当 の 受 給 期 間 延 長 は 認 め ら れ

な く な り 、 両 親 の い ず れ か 一 方 の み が 受 け 取 る 場 合 に 限 り 、 子 供 が 満 18 か 月 に 達 す る ま

で と な っ た 。 ま た 育 児 休 業 手 当 を 両 親 が 分 割 し て 受 給 す る 場 合 は 、 子 供 が 満 ２ 歳 に 達 す る

ま で と な っ た 。

　 母 子 家 庭 に 関 す る 例 外 規 定 も 認 め ら れ な く な っ た 。 代 わ り に 単 親 家 庭 か 、 両 親 の い ず れ

か が 無 収 入 、 ま た は 低 収 入 の 場 合 に は 2500ATS（19500 円）の増額給付金（Zuschuss zum

Karenzgeld:KUG）を得 る こ と が で き る よ う に な っ た 。 （ た だ し 、 将 来 所 得 が 向 上 し 適

用 上 限 を 超 え た 場 合 に は 、 す み や か に 増 額 給 付 分 を 返 済 し な け れ ば な ら な い 。）



　 こ の 育 児 休 業 手 当 の 増 額 は 、 本 来 、 一 人 で 子 供 の 面 倒 を み る 母 親 を 対 象 と し た も の で あ

っ た が 、 意 図 的 に 婚 姻 を 遅 ら せ て 増 額 給 付 を 受 け る ケ ー ス が 問 題 と な り 、 1 9 8 3 年の法律

改 正 以 降 は 、 対 象 を 実 際 に 一 人 で 生 活 し て い る 女 性 に 限 定 す る こ と と な っ た 。 し か し 、 そ

の 後 も 増 額 給 付 制 度 の 乱 用 に 関 す る 議 論 は 終 わ ら ず 、 1 9 9 3 年 に は （ 婚 姻 ） 届 出 遅 れ に 対

す る 罰 則 規 定 や 世 帯 所 得 へ の 算 入 な ど の 改 正 が 行 わ れ た 。

　 そ し て 1996 年 に は 、 こ の 問 題 の 多 い 増 額 給 付 に 代 わ っ て 、 現 在 の 統 一 的 な 増 額 制 度

( K U G ) が 適 用 さ れ る よ う に な り 、 申 請 者 は 子 供 の 父 親 の 氏 名 を 登 録 し な け れ ば な ら な く

なった。

　 こ の 結 果 、 増 額 給 付 申 請 者 の 数 は 、 1 9 9 3 年の 42％から 1998 年の 10％まで減少した

が 、 こ れ は 制 度 悪 用 者 が 多 か っ た と い う こ と で は な く 、 9 6 年 の 改 正 以 降 、 育 児 休 業 手 当

を 受 け な か っ た 方 （ 大 部 分 は 父 親 ） が 増 額 給 付 分 を 返 還 す る こ と が 義 務 付 け ら れ た た め で

ある。

　 な お 就 業 し て い る が 就 業 期 間 が 育 児 休 業 手 当 を も ら う に は 短 か 過 ぎ る 母 親 は 、 部 分 期 間

手 当 を 申 請 で き る 。 ま た 週 給 付 金 は 受 給 し た が 、 職 業 教 育 期 間 中 で 育 児 休 業 手 当 の 対 象 か

ら は ず れ る 者 、 ま た 自 営 援 助 金 を 受 給 し た 自 営 業 及 び 農 業 の 女 性 の 場 合 も 同 様 で あ る 。 い

ず れ も 部 分 期 間 手 当 は 育 児 休 業 手 当 の 50％となっている。

　 し か し 、 現 在 の と こ ろ オ － ス ト リ ア の す べ て の 母 親 に 育 児 休 業 手 当 の 受 給 が 認 め ら れ て

い る 訳 で な く 、 女 子 学 生 、 農 婦 、 低 収 入 の 雇 用 者 、 自 営 業 者 、 そ し て 専 業 主 婦 は 、 育 児 休

業 手 当 も 週 給 付 金 に 相 当 す る い か な る 給 付 も 受 け 取 っ て い な い 。 こ の た め 、 現 在 、 「 す べ

ての人に育児休業手当を与える(Karenzgeld f ür  a l l e )」ことが議論されている。この育児

休 業 手 当 の 対 象 を す べ て の 母 親 （ 父 親 ） に 拡 大 す る と い う 考 え 方 は 保 険 原 則

(Vers icherungspr inz ip )からの逸脱を意味し、もはや、その原資を失業保険の家族負担

調 整 基 金 ( F L A F ) に 求 め る こ と は で き な く な り 、 家 族 政 策 的 な 所 得 再 配 分 の 性 格 を 持 つ よ

うになる。

　 育 児 休 業 手 当 の 受 給 者 数 は 出 生 数 の 減 少 傾 向 と 最 大 受 給 可 能 期 間 の 短 縮 化 を 受 け 、 9 4

年 12 月の最高 12.2 万人から、98 年現在の 8.1 万 人 ま で 減 少 （ 図 12）しており、増額給

付 の 受 給 者 比 率 も 統 一 的 な 増 額 制 度 ( K U G ) が 適 用 さ れ る 前 の 30％から 10％まで低下し、

そ の 後 、 安 定 し て い る 。 ま た 増 額 給 付 の 受 給 者 に 占 め る 片 親 家 庭 の 比 率 も 大 幅 に 低 下 し 、

受給者全体 4 な い し ５ ％ 程 （ 改 定 前 は 最 高 33.4％）となった。

　一方、96 年 の 改 正 で 増 加 が 期 待 さ れ た 父 親 に よ る 育 児 休 業 手 当 の 受 給 比 率 は 、 0 . 9 ％ か

ら 1 . 6 ％ と わ ず か し か 伸 び な か っ た 。 こ の わ ず か な 伸 び の 大 部 分 は 失 業 し た 父 親 に よ る も

の で あ る と い う 。

●特別緊急援助金(Sondernotstandshi lfe)

　1974 年 か ら 母 子 家 庭 は 、 育 児 休 業 の 取 得 と と も に 、 子 供 が 満 3 歳 に な る ま で 、 特 別 緊

急 援 助 金 を 受 け 取 る こ と に な っ た 。 ま た 90 年 か ら は 既 婚 ま た は 未 婚 の 母 親 で 低 所 得 な い

し は 無 収 入 の 者 に も 、 こ の 受 給 が 認 め ら れ る よ う に な り 、 さ ら に 1992 年 か ら は 他 に 養 育

者 が い な い こ と を 証 明 す れ ば 、 母 親 に か わ っ て 父 親 が 受 給 す る こ と も 可 能 と な っ た （ た だ

し 両 親 と も 就 業 し て い な い こ と が 条 件 ）。

　 こ の 特 別 緊 急 援 助 金 は 、 失 業 保 険 か ら 給 付 さ れ 、 そ の 金 額 は 失 業 前 の 賃 金 を 基 準 と す る 。

受 給 期 間 は 子 供 が 満 三 歳 に な る ま で の 期 間 で 最 長 52 週 と な っ て い る 。 な お 95 年からは



給 付 の ３ 分 の １ を 地 域 自 治 体 が 負 担 す る こ と に な っ た 。

　 受 給 者 数 は 制 度 変 更 の 影 響 を 受 け 、 育 児 休 業 期 間 の 延 長 と と も に 94 年には最高 1.8 万

人まで増加、96 年 の 育 児 休 業 制 度 の 改 定 後 は 減 少 に 転 じ 、 9 8 年現在は 0.95 万人となっ

ている（図 12）。

●養育費立て替え制度(Unterhaltsvorschuss)

　 養 育 費 の 支 払 い 義 務 者 （ 多 く は 実 父 ） が 義 務 を 履 行 で き な い 場 合 に は 、 そ の 子 供 が 養 育

費 立 て 替 え 制 度 を 利 用 す る こ と が で き る 。 対 象 は オ － ス ト リ ア 国 籍 ま た 無 国 籍 の 未 成 年 者

で 、 オ － ス ト リ ア に 在 住 し 、 養 育 費 の 支 払 い 義 務 者 と 同 居 し て い な い こ と が 条 件 と な る 。

期 間 は ３ 年 で 再 申 請 で き る 。 原 資 は 家 族 負 担 調 整 基 金 ( F L A F )  で あ る 。 同 時 に 養 育 費 の 支

払 い 義 務 者 へ の 徴 収 も 追 求 さ れ る 。 こ の 制 度 を 利 用 し て い る 子 供 の 数 は 、 9 0 年 代 後 半 で

約 2.3 万 人 に 上 り 、 そ の 総 額 は 97 年度で約 10 億 ATS（78 億 円 ） と な っ て い る 。

●困窮家庭補償金(Familienh ärteausgleich)

　 借 入 金 の 返 済 な ど 、 緊 急 に 経 済 的 支 援 を 必 要 と す る 家 庭 や 、 単 親 家 庭 、 妊 婦 は 、 負 債 の

直 接 的 返 済 に 当 て る 資 金 を 得 る こ と が で き る 。 対 象 は オ － ス ト リ ア 国 民 、 ま た は 無 国 籍 者

あ る い は 認 定 さ れ た 難 民 で 、 毎 年 、 2 5 0 0 万 ATS（1 億 9500 万 円 ） が 予 算 化 さ れ て い る 。

また 2000 年度から 4000 万 ATS（3 億 1200 万 円 ） に 増 額 さ れ る 予 定 で あ る 。

●幼児手当(Kleinkindbeihilfe)

　 育 児 休 業 手 当 も 週 給 付 金 も 受 給 し て い な い 母 親 ま た 父 親 は 、 子 供 が １ 歳 未 満 の 間 、 幼 児

手 当 と し て 毎 月 1000ATS（7800 円 ） を 受 け 取 る こ と が で き る 。 た だ し 、 本 人 が 自 ら 育 児

を 行 っ て い る こ と 、 所 得 が 一 定 水 準 以 下 で あ る こ と が 条 件 と な る 。

● 税控除

・児童扶養控除（Kinderabsatzbetrag）・養育控除（Unterhaltsabsatzbetrag）

　 税 制 上 の 家 族 政 策 的 な 配 慮 と し て 最 も 重 要 な も の が 児 童 扶 養 控 除 で あ る 。 児 童 手 当 を 受

給 し て い る 納 税 者 は 、 子 供 数 に 応 じ て 、 さ ら に 毎 月 一 定 額 の 税 控 除 を 自 動 的 に 受 け る （ 届

け 出 不 要 ）。 ま た 同 居 し て い な い 子 供 を 扶 養 し て い て 、 そ の 子 供 に 対 す る 児 童 手 当 を 受 給

し て い な い 場 合 は 、 代 わ り に 養 育 控 除 を 受 け る こ と が で き る 。 こ の 場 合 は 毎 月 で は な く 確

定 後 控 除 と な る 。 心 身 障 害 児 養 育 世 帯 に 対 す る 特 別 扶 養 控 除 も 同 様 で あ る 。

　 「 家 族 政 策 的 給 付 を 考 慮 し て も 、 憲 法 上 の 平 等 権 に 照 ら し 、 な お 子 供 養 育 に 対 す る 税 制

上 の 配 慮 が 不 十 分 で あ る 」 と の 憲 法 裁 判 所 の 判 断 を 受 け 、 1 9 9 9 年 １ 月 か ら 児 童 手 当 と 児

童 控 除 の 合 計 を 毎 月 500ATS（3900 円 ） 増 額 す る こ と 、 ま た 2000 年 １ 月 か ら は 、 所 得

額 に 関 係 な く 、 最 低 で も 法 定 養 育 費 の 半 分 を 税 控 除 す る こ と に な っ た 。

　 こ の 結 果 、 ま ず 1999 年 以 降 、 子 供 １ 人 あ た り の 扶 養 控 除 が 月 額 250ATS（1950 円）

増 額 さ れ 、 子 供 数 に 応 じ 、 最 低 350 ATS から最高 700ATS（2625 円から 5460 円）とな

り、さらに 2000 年 か ら は 、 子 供 １ 人 あ た り す べ て 700ATS に 統 一 さ れ る 。

　 こ の た め 、 従 来 、 第 2 子 175ATS、第 3 子以上は 350ATS と い う 形 で 、 子 供 数 に 応 じ

て い た 控 除 の 増 額 は 、 児 童 手 当 の 方 で 調 整 さ れ る こ と に な っ た 。 が 、 子 沢 山 の 家 庭 へ の 特

別 な 配 慮 と し て 、 新 た に 多 子 家 庭 増 額 控 除 （ M e h r k i n d e r z u s c h l a g ） が で き 、 9 9 年から

課税所得が 42000ATS（327600 円 ） 以 下 で 子 供 が 3 人 以 上 い る 場 合 は 、 子 供 1 人あたり

毎月 400ATS（3120 円 ） が 増 額 さ れ る 。

・非共稼ぎ家庭控除(Al le inverdienerabsatzbetrag)・片親家庭控除 (Alleinerzieher-



absatzbetrag)

　 両 親 の い ず れ か 一 方 に 、 世 帯 所 得 の 大 部 分 ま た す べ て が 依 存 し て い る 場 合 （ 専 業 主 婦 家

庭など）は、毎年、5000ATS（39000 円 ） の 控 除 を 受 け る こ と が で き る 。 単 親 家 庭 （ 最

低 １ 人 の 子 供 が い て 、 同 居 し て い る パ ー ト ナ ー が い な い こ と ） に も 同 様 の 控 除 が 適 用 さ れ

る 。 な お 所 得 が 低 く 控 除 の 実 際 的 効 果 が な い 場 合 は 、 逆 税 方 式 で 、 控 除 相 当 分 が 直 接 支 払

われる。

● そ の 他 の 準 家 族 政 策 的 補 助

　 そ の 他 に 、 政 府 の 家 族 政 策 の 一 部 と し て 明 示 さ れ て は い な い も の の 、 実 質 的 に 大 き な 補

助 と な っ て い る の が 保 険 制 度 に お け る 扶 養 家 族 の 扱 い で あ る 。 医 療 保 険 の 給 付 対 象 は 、 本

人 ま た は 、 そ の 家 族 （ 配 偶 者 、 子 供 ） と な っ て い る （ た だ し 国 内 に 在 住 し 、 他 の 保 険 に 加

入 し て い な い こ と が 条 件 ）。 子 供 は 最 長 18 歳 ま で 、 ま た 教 育 期 間 中 は 最 長 27 歳まで親の

保 険 に 加 入 さ せ る こ と が で き る 。

　 ま た 扶 養 者 が 死 亡 し た 場 合 、 残 さ れ た 家 族 は 遺 族 年 金 （ 寡 婦 年 金 、 寡 夫 年 金 、 孤 児 年 金 ）

を 支 給 さ れ る と と も に 、 そ の ま ま 医 療 保 険 の 適 用 を 受 け ら れ る 。 そ の 他 、 交 通 事 故 保 険 の

子 供 へ の 適 用 や 、 妻 の 子 育 て 期 間 の 年 金 算 入 な ど が あ る 。

　 こ れ ら 様 々 な 、 準 家 族 政 策 的 補 助 の 総 額 は 、 9 5 年 現 在 、 年 間 総 額 1120 億 ATS（8736

億 円 ） に の ぼ る と 推 計 さ れ て お り 、 家 族 負 担 調 整 基 金 ( F L A F ) の 総 額 よ り 遥 か に 大 き い と

いわれている(IFD,1999:46-47)。

（ 3 ） 労 働 関 係 の 施 策

●母性保護（Mutterschutz）

　 妊 娠 か ら 出 産 後 ４ ヶ 月 ま で （ 出 産 後 、 す ぐ に 育 児 休 業 に 入 っ た 場 合 は 、 育 児 休 業 後 ４ ヶ

月 ま で ） は 、 母 性 保 護 法 の 規 定 に よ り 、 就 業 女 性 へ の 解 雇 告 知 や 解 雇 は 禁 止 さ れ て い る 。

ま た 妊 娠 期 間 中 、 母 体 ま た は 胎 児 の 健 康 に 影 響 す る 可 能 性 の あ る 作 業 、 残 業 、 休 日 、 夜 間

勤 務 な ど は 原 則 禁 止 。 出 産 予 定 日 の ８ 週 間 前 と 出 産 後 ８ 週 間 （ 早 産 の 場 合 は 、 全 体 で 最 低

16 週 間 ） は 絶 対 就 業 禁 止 期 間 と な っ て い る 。 授 乳 期 間 中 は 授 乳 時 間 を 確 保 す る こ と が 雇

用 者 に 義 務 づ け ら れ て い る 。

●育児休業（Karenzzeit,  Betriebshilfe）

　 育 児 休 業 は 仕 事 と 育 児 の 調 和 を め ざ す 制 度 で あ り 、 当 初 は 女 性 の み を 対 象 と し た が 、 後

に 男 性 も 取 得 で き る よ う に な っ た 。

　まず 1957 年 の 母 性 保 護 法 の 実 施 と と も に 、 母 性 保 護 期 間 （ 産 児 休 業 ） に 引 き 続 き 、 ６

ヶ 月 の 育 児 休 業 が 女 性 に 認 め ら れ 、 こ れ が 1961 年には「育児休暇（Karenzuralaub）」

として 12 ヶ 月 に 延 長 さ れ 、 同 時 に 育 児 休 業 手 当 の 制 度 が 導 入 さ れ た 。

　1974 年 か ら は 母 子 家 庭 に 限 り 、 育 児 休 業 期 間 終 了 後 、 特 別 緊 急 援 助 金 を 受 け る こ と が

可 能 と な り 、 満 三 歳 ま で 子 供 の 養 育 に 専 念 で き る こ と に な っ た 。 ま た 1982 年 か ら は 、 農

婦 や 他 の 自 営 業 の 女 性 も 自 営 援 助 金 （ B e t r i e b s h i l f e ） を 受 け 取 る こ と に な っ た 。

　さらに 1997 年 に は 「 育 児 休 暇 」 が 育 児 休 業 期 間 （ K a r e n z z e i t ） と 改 称 さ れ 、 こ れ に よ

り 子 供 の 養 育 は 休 暇 で は な く 、 仕 事 （ A r b e i t ） で あ る こ と が 強 調 さ れ る よ う に な っ た 。

　 ま た 政 府 は 、 2 0 0 0 年１月から、新たなに「育児休業期間口座(Karenzze i tkonto )」の

実 施 を 準 備 し て い る 。 こ の 制 度 は 、 育 児 休 業 期 間 を 24 ヶ 月 と し 、 こ れ を 子 供 が 満 ７ 歳 に



な る ま で の 間 に 、 最 低 ３ ヶ 月 間 以 上 の ブ ロ ッ ク に 分 け 、 自 由 に 分 割 取 得 で き る と す る も の

で 、 こ の 期 間 の 雇 用 は 保 障 さ れ る 。 ま た 従 来 は 父 親 が こ の 制 度 を 利 用 す る 場 合 、 母 親 が 育

児 休 業 期 間 の 一 部 ま た は す べ て の 権 利 を 放 棄 す る か 、 あ る い は 母 親 が 自 営 業 を 営 ん で い て

育 児 休 業 期 間 の 受 給 権 が な い 場 合 に 限 ら れ た が 、 父 親 も 独 自 の 権 利 が 認 め ら れ る こ と に な

っ た 。 育 児 休 業 に 入 る 場 合 の 雇 用 者 へ の 通 告 は 、 そ れ ま で の 4 週 間 か ら ８ 週 間 前 に 変 更

さ れ る 。 ま た 将 来 的 に は 父 親 と 母 親 が 同 時 に １ ヶ 月 の 育 児 休 業 を 取 れ る よ う に す る こ と に

な っ て い る 。 さ ら に 母 子 家 庭 が 育 児 休 業 手 当 の 増 額 給 付 を 求 め る 場 合 に は 父 親 の 名 前 を 届

け な く て も 良 く な る （ た だ し 、 こ の 場 合 、 母 親 が 将 来 の 増 額 給 付 分 の 返 還 義 務 を 負 う ）。

　なお、休 業 期 間 中 の 就 業 は あ る 程 度 認 め れ る が 、収 入 が 最 低 所 得（1998 年：月額 3830ATS

（ 約 ３ 万 円 ）） を 超 え る 場 合 に は 育 児 休 業 手 当 が 打 ち 切 ら れ る 。 ま た 定 常 的 に パ ー ト タ イ

ム 就 業 を 行 う 場 合 は 部 分 育 児 休 業 手 当 （Teilkarenzgeld）を申請 す る こ と が で き る （ 最

高 半 額 ま で 労 働 時 間 に 応 じ 減 額 ）。 さ ら に 母 親 ま た は 父 親 が 、 子 供 の 出 産 後 満 ４ 歳 に な る

ま で 、 よ り 集 中 的 に 育 児 に 専 念 す る た め に 雇 用 者 に パ ー ト タ イ ム 就 業 を 要 求 す る こ と も で

き る （ た だ し 満 ２ 歳 ま で に 育 児 休 業 を 全 く 取 得 し て い な い こ と が 条 件 ）。 両 親 は 同 時 に パ

ー ト タ イ ム 就 業 を 要 求 す る こ と が で き る が 、 子 供 が 満 ２ 歳 に な る ま で に 限 定 さ れ て い る 。

な お パ ー ト タ イ ム 就 業 の 夫 婦 に お け る 育 児 休 業 期 間 の 分 割 は 、 １ 回 限 り 最 低 3 ヶ月間が

条 件 と な っ て い る 。

●介護休業(Pflegefreistel lung)

 　1975 年 以 降 、 非 自 営 の 就 業 女 性 ま た は 男 性 は 、 同 一 世 帯 員 （ 子 供 、 配 偶 者 、 両 親 な ど ）

を 介 護 す る た め に 、 年 １ 週 間 ま で 休 業 す る こ と が 可 能 と な っ た 。 こ の 制 度 は 、 普 段 子 供 の

養 育 に あ っ て い る 者 （ た と え ば 母 親 ） が 病 気 に な っ た 場 合 に も 適 用 さ れ る 。

　1993 年以降、12 歳 未 満 の 子 供 が 病 気 の 場 合 は 、 さ ら に １ 週 間 の 期 間 延 長 が 認 め ら れ 、

最 長 ２ 週 間 ま で の 休 業 が 完 全 有 給 と な っ た 。

　また 1998 年 １ 月 か ら は 長 期 に わ た る 介 護 が 必 要 な 場 合 に は 労 使 で 話 し 合 い 、 （ い か な

る 不 利 益 も な く ） 通 常 労 働 時 間 を 短 縮 す る こ と が で き る よ う に な っ た 。 介 護 対 象 は 、 配 偶

者 、 直 系 親 族 、 養 子 、 要 介 護 児 童 、 本 人 と 生 活 を 共 有 に す る 者 （ 同 一 世 帯 人 員 で あ る 必 要

なし）とされている（IFD,1999:47-49）。

（ 4 ） 教 育 に 関 す る 支 援

● 義 務 教 育 ・ 職 業 教 育

 オ － ス ト リ ア で は 義 務 教 育 と そ れ に 続 く 高 等 教 育 、 職 業 教 育 は す べ て （ 医 療 技 術 教 育 も

含 め ） 無 料 と さ れ て い る 。

　 ま た 高 等 教 育 に 進 学 す る 場 合 に は 第 10 学 年 以 降 、 奨 学 金 が 支 給 さ れ る （ 平 均 以 上 の 成

績 が 前 提 、 親 の 所 得 に 応 じ て 金 額 は 異 な る が 、 1 9 9 9 年 以 降 、 大 幅 に 増 額 さ れ た ）。また第

9 学年以降、親 か ら 離 れ て 学 校 に 通 う 子 供 は 滞 在 費 に 対 す る 援 助 を 受 け る こ と が で き る（た

だ し 良 い 成 績 で あ る こ と が 条 件 ）。 親 が 低 所 得 の 子 供 が 職 業 教 育 を 受 け る 場 合 に は 労 働 局

か ら 職 業 訓 練 援 助 金 を 受 給 で き る 。

　1971/72 年 か ら は 通 学 補 助 金 ま た は 無 料 通 学 制 度 が 導 入 さ れ て い る 。 教 科 書 も 原 則 無

料だが 1995/96 年から 10％自己負担。1998/99 年 （ 学 校 改 革 9 8 ） か ら は 教 科 書 の 再 利

用 も 可 能 と な っ た （ 節 約 さ れ た 費 用 は 各 学 校 で 他 の 予 算 に 転 用 で き る ）。



●大学教育

　 オ － ス ト リ ア 国 内 の 大 学 は す べ て 無 料 と な っ て い る （ 第 ３ 世 界 か ら の 外 国 人 留 学 生 や 認

定 難 民 も 同 様 ）。 ま た 芸 術 大 学 や 高 等 専 門 学 校 な ど 一 部 の 例 外 を 除 き 、 入 学 制 限 （ 入 学 試

験 、 定 員 制 限 ） が な い 。 ま た 低 所 得 層 出 身 の 学 生 は 良 好 な 成 績 を 条 件 に 奨 学 金 を 得 る こ と

が で き る 。 外 国 の 大 学 で 学 ぶ 場 合 も 同 様 で 、 奨 学 金 の 額 は 両 親 の 所 得 と 子 供 数 に よ り 異 な

る が 、 他 の ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 と 違 い 返 済 不 要 で あ る 。 大 学 生 の 約 1 4 ％ が 、 こ の 制 度 を 利 用

している。

　 こ の よ う な 直 接 的 な 教 育 補 助 の 他 に 、 大 学 生 に は 、 先 に 述 べ た 児 童 手 当 が 最 長 満 26 歳

ま で 支 払 わ れ る 。 ま た 学 生 は 医 療 保 険 、 交 通 事 故 保 険 の 軽 減 、 税 法 上 の 優 遇 処 置 、 学 生 寮 、

大 学 食 堂 へ の 公 的 援 助 、 電 話 、 T V ・ ラ ジ オ 視 聴 料 、 交 通 機 関 利 用 な ど の 割 引 き な ど 様 々

な間接援助を受けている（IFD,1999:48）。

（ 5 ） 家 族 を 対 象 と し た 公 的 サ ー ビ ス ・ 保 育 サ ー ビ ス

●母子手帳(Mutter-Kind-Pass)

 　1974 年 か ら 、 妊 婦 や 、 母 親 と 幼 児 の 、 健 康 と 心 理 的 ケ ア を 目 的 に 、 母 子 手 帳 の 制 度 が

導 入 さ れ 、 乳 児 死 亡 率 や 妊 産 婦 死 亡 率 の 低 下 に 高 い 効 果 を あ げ て い る 。

　 母 子 手 帳 は 、 母 親 、 乳 児 、 幼 児 の 医 療 処 置 を 記 録 す る も の で 、 妊 娠 期 間 中 5 回の妊産

婦 検 診 と 、 出 産 後 子 供 が 満 ４ 歳 に な る ま で に ８ 回 幼 児 検 診 を 無 料 で 実 施 す る 。 ま た 先 に も

述 べ た よ う に 、 妊 娠 期 間 中 の 妊 産 婦 検 診 と 満 1 歳 に な る ま で の 乳 児 検 診 を 受 け る こ と が 、

母 子 手 当 支 給 の 前 提 と な っ て い る 。

● 家 族 相 談 と 女 性 相 談

　1974 年 か ら 計 画 外 妊 娠 を 減 少 さ せ る 目 的 で 家 族 相 談 所 ネ ッ ト ワ ー ク が 開 設 さ れ て い る 。

公 的 な も の も 私 的 な も の も あ り 、 人 工 妊 娠 中 絶 の 相 談 や 実 施 を 行 っ て い る 。 ま た 70 年代

か ら は 学 校 教 育 に 性 教 育 が 導 入 さ れ た 。

　 公 認 の 家 族 相 談 所 は 全 国 で 300 ケ 所 に 上 り 、 相 談 内 容 は 、 家 族 計 画 、 母 親 の 社 会 的 経

済 的 問 題 か ら 離 婚 、 家 庭 内 の 衝 突 な ど 多 岐 に わ た る 。 相 談 費 用 は 一 部 公 費 負 担 。 2 0 0 0 年

か ら 、 こ の 家 族 相 談 に 4 千万 ATS（3 億 1200 万円）、 親 業 教 育 に さ ら に 3 千万 ATS（2

億 3400 万 円 ） の 予 算 が 支 出 さ れ る 。 そ の 他 、 1 9 9 1 年 か ら は 女 性 相 談 ネ ッ ト ワ ー ク が 開

設 さ れ 、 現 在 、 3 0 ケ 所 程 の 相 談 所 が あ り 、 女 性 の 法 的 、 心 理 的 問 題 や 、 健 康 問 題 に 関 す

る 相 談 に あ っ て い る 。

●保育制度(Institutionelle Kinderbetreuung)

　 家 族 政 策 的 な 配 慮 か ら 保 育 制 度 ( 公 的 補 助 を 受 け る 幼 稚 園 、 保 育 所 、 託 児 保 母 、 児 童 保

育所)の整備が 1970 年代から 90 年 代 に か け 進 め ら れ た 。

　 し か し 、 オ － ス ト リ ア に は 、 い わ ゆ る 保 育 所 （ K i n d e r k r i p p e n ） は 比 較 的 少 な く 、 ま た

都 市 部 に 集 中 し て い る 。 こ の た め 保 育 制 度 の 中 心 は 公 的 幼 稚 園 と 公 的 補 助 を 受 け る 私 立 幼

稚 園 か ら な っ て い る が 、 収 容 定 員 の 不 足 、 両 親 の 就 業 時 間 や 就 業 期 間 の ニ ー ズ に 合 わ な い

短 い 開 園 時 間 や 長 い 休 暇 期 間 な ど が 問 題 と な っ て い る 。

　1997/98 年 で 、 週 １ 回 以 上 、 保 育 園 、 幼 稚 園 へ 通 園 す る か 、 保 育 婦 に 預 け ら れ て い る

６ 歳 未 満 の 子 供 数 は 23 万 7 千 人 で 、 そ の う ち 8600 人が保育園、21 万 9 千 人 が 幼 稚 園 、

6500 人 が 託 児 保 母 、 残 り 2500 人 が グ ル ー プ 保 育 で あ る 。



　 オ － ス ト リ ア で は 学 校 は 午 前 授 業 が 原 則 な の で 満 ６ 歳 以 上 を 対 象 と す る 学 童 保 育 の ニ ー

ズも高く 1997/98 年で約 3 万 人 の 子 供 が 学 童 保 育 を 受 け て い る 。

　 保 育 へ の ニ ー ズ は 年 々 高 ま っ て い る が 、 保 育 施 設 の 設 置 は 各 州 に 任 さ れ て お り 、 州 ご と

の 政 策 に よ り 状 況 は 異 な り 、 東 部 諸 州 で は 西 部 に 比 べ 、 幼 稚 園 や 保 育 所 の 数 が 少 な く 、 利

用 可 能 時 間 も 短 い と い う 、 東 西 格 差 が 知 ら れ て い る 。

　 こ の た め 政 府 は 各 州 に 保 育 施 設 の 拡 充 を 促 す た め 、1997/98 年に 6 千万 ATS（4 億 9800

万円）、1997 年から 2000 年 ま で で 総 額 12 億 ATS（93.6 億 円 ） の 補 助 金 を 出 し て い る

（IFD,1999:49-50）。

3 . 　 オ － ス ト リ ア の 出 生 動 向 と 家 族 政 策 の 特 徴

（ １ ） 出 生 ・ 家 族 動 向 の 特 徴

　 オ － ス ト リ ア の 出 生 力 低 下 は 1930 年 代 頃 ま で に 人 口 再 生 産 水 準 を 下 回 る レ ベ ル ま で 進

行 し て お り 、 婚 姻 に よ り 出 生 力 を コ ン ト ロ ー ル す る 社 会 か ら 、 配 偶 者 内 の 出 生 抑 制 と 家 族

計 画 に よ り 子 供 の 数 が 決 定 さ れ る 社 会 へ の 移 行 は 、 す で に 第 二 次 大 戦 前 に 定 着 し て い た と

い え 、 現 在 、 歯 止 め な く 進 行 し て い る 少 子 化 の 流 れ も 、 こ の 長 期 的 な 動 向 に 沿 っ て い る と

思われる。

　 確 か に ナ チ ス ・ ド イ ツ へ の 併 合 に と も な う ベ ビ ー ブ ー ム と 、 戦 後 1950 年代から 1960

年 代 に か け て 起 き た ベ ビ ー ブ ー ム と い う 形 で 、 合 計 特 殊 出 生 率 の 一 時 的 な 上 昇 が 観 察 さ れ

る が 、 前 者 に つ い て は 、 こ れ に 対 応 し た 世 代 の 完 結 出 生 児 数 の 変 化 は な く 、 単 な る 出 生 の

前 倒 し に よ る タ イ ミ ン グ 効 果 に 過 ぎ な か っ た こ と が わ か る 。 ま た 後 者 も 1930 年代生まれ

の 女 性 の 無 子 割 合 の 減 少 と こ れ に 伴 う 完 結 出 生 児 数 の 増 加 を 反 映 し た も の で あ り 、 戦 後

1950 年代から 60 年 代 初 頭 に 起 き た 結 婚 ブ ー ム に よ る 平 均 初 婚 年 齢 の 低 下 や 婚 姻 率 の 上

昇 が 一 時 的 に 作 用 し た も の と 思 わ れ る 。

　 こ れ に 対 し 1963 年 か ら 始 ま っ た 急 速 な 出 生 力 低 下 で は 、 完 結 出 生 児 数 の 明 ら か な 低 下

と 無 子 割 合 の 上 昇 が 見 ら れ る 。 こ の 動 き は 出 生 順 位 別 有 配 偶 出 生 数 の 変 化 か ら も 明 ら か な

ように、1940 年 代 生 ま れ の 女 性 か ら 「 大 家 族 の 消 滅 」 が 起 き た こ と 、 さ ら に 1974 年頃

か ら 平 均 初 婚 年 齢 ・ 出 生 年 齢 が 上 昇 し 始 め 、 晩 婚 晩 産 化 が 進 む と と も に 婚 姻 率 が 低 下 、 無

子 割 合 が 上 昇 し て い っ た こ と を 反 映 し て い る 。

　 こ の よ う に オ － ス ト リ ア の 出 生 動 向 は 、 前 稿 ( 原 　 2 0 0 1 ） で 紹 介 し た ド イ ツ の 出 生 力 と

基 本 的 に 同 じ 動 き を 示 し て い る と い え る 。

　 な お 、 非 有 配 偶 出 生 割 合 が 1998 年現在 29.5％と、旧西ドイツ地域（1997 年 14.3 ％）

よ り か な り 高 い が 、 こ の 割 合 は 結 婚 ブ ー ム と と も に 変 動 す る 傾 向 が あ り 、 ま た 母 親 が 若 い

ほ ど 、 子 供 数 が 少 な い ほ ど 、 非 嫡 子 と な る 可 能 性 が 高 い 、 非 嫡 子 の 両 親 の 半 分 以 上 が 出 生

後 （ 大 部 分 が ３ 年 以 内 に ） 結 婚 し 子 供 を 認 知 す る こ と 、 大 き な 地 域 格 差 が あ る こ と な ど 、

独 自 の 文 化 的 ・ 歴 史 的 背 景 に 根 ざ す も の で あ る と 思 わ れ る 。

　 い ず れ に せ よ 、 こ の 長 期 に わ た る 出 生 力 低 下 は 、 人 口 高 齢 化 や 離 婚 の 増 加 な ど と と も に 、

オ － ス ト リ ア に お い て も 、 単 独 世 帯 数 の 増 加 や 平 均 世 帯 人 員 の 縮 小 を 招 い て お り 、 と り わ

け 核 家 族 に 占 め る 「 同 居 児 あ り 」 の 割 合 は 著 し く 低 下 し 、 無 子 (  Kinderlosigkeit)の増大



が 深 刻 化 し て い る 。

　 一 方 、 少 子 化 の 背 景 と し て 重 要 視 さ れ て い る 女 性 の 就 業 率 は 、 旧 西 ド イ ツ 地 域 と ほ ぼ 同

じ水準にあるが、1992 年 に 可 決 さ れ た 「 男 女 均 等 関 連 法 」 の 効 果 も 薄 く 、 む し ろ 後 退 す

る 傾 向 が あ り 、 パ ー ト タ イ ム 就 業 や 準 就 業 関 係 が 大 部 分 を 占 め る な ど 、 性 別 役 割 分 業 の 解

消 か ら は ほ ど 遠 い 状 況 に あ る と い え る 。

　

（ ２ ） 家 族 政 策 の 特 徴

　 オ － ス ト リ ア の 連 邦 憲 法 は 、 ド イ ツ の ボ ン 基 本 法 や 他 の ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 の 憲 法 な ど と 異

な り 、 夫 婦 や 家 族 に 関 す る 明 確 な 規 定 を 持 っ て い な い 。 実 は 、 ハ プ ス グ ル グ 王 政 の 終 焉 と

ともに、1929 年にキリスト社会党と社会民主党により憲法草案（Renne r -Mayr -En twur f）（ 5 ）

が 提 出 さ れ た が 、 こ れ が 実 現 せ ず 、 そ の 後 も 1955 年と 1987 年 に 、 夫 婦 と 家 族 に 関 す る 条

項 を 憲 法 に 明 記 す る 試 み が な さ れ た が 、 い ず れ も 失 敗 し て い る ( B M U J F  1 9 9 9 a : 6 9 8 、 7 0 6 ) 。

　 こ の た め 、 オ － ス ト リ ア で は 、 家 族 政 策 に か か わ る 様 々 な 問 題 を 独 立 し た 政 策 分 野 と し

て 総 合 的 に 処 理 す る 体 制 は な か な か 整 わ ず 、 1 9 6 7 年の家族負担調整法 (Familienlasten-

ausgleichsgezes:FLAG) の 改 正 を 契 機 に 、 連 邦 総 理 府 に 家 族 政 策 審 議 会 が 設 置 さ れ 、 こ れ が

発 展 し 、 連 邦 家 族 ・ 青 少 年 ・ 消 費 者 保 護 省 が 創 設 さ れ た の は 1983 年 の こ と で あ る （ 6 ）。

　 従 っ て 、 オ － ス ト リ ア の 家 族 政 策 は 、 多 岐 に わ た る 分 野 で 、 そ れ ぞ れ 異 な る 歴 史 的 経 緯

と 、 労 使 ・ 政 党 間 の 対 立 ・ 調 整 を 経 て 発 展 し て 来 た も の で あ り 、 ド イ ツ な ど と 比 較 し 、 極

め て 複 雑 で あ り 、度 重 な る 制 度 変 更 に よ る 混 乱 や 結 婚 行 動 な ど へ の 副 次 的 影 響 が 見 ら れ る 。

　また家族政策の中心は家族世帯に対する所得再配分 (monetäre Transufer für Familie) にあ

り、金額的にもヨーロッパの中でトップクラスで、狭義の家族給付のみで GDP の 3.2 ％を

占 め る が 、 希 望 子 供 数 の 実 現 を 妨 げ て い る 要 因 の 排 除 と い う 形 で 、 ド イ ツ の 場 合 と は 異 な

り 、 低 出 生 力 対 策 を 家 族 政 策 の 柱 の 一 つ に 掲 げ て い る に も 拘 わ ら ず 、 そ の 効 果 は 現 れ て い

ない。

　

おわりに

　 本 稿 で は 、 オ － ス ト リ ア の 出 生 動 向 と 家 族 政 策 に つ い て 報 告 し た 。 出 生 動 向 に つ い て は 、

今 後 、 ド イ ツ や 、 ス イ ス 、 オ ラ ン ダ な ど と 、 よ り 厳 密 な 比 較 を 行 な う 予 定 で あ り 、 そ の よ

う な 作 業 を 通 じ て 、 そ の 特 徴 を よ り 明 確 に 抽 出 で き れ ば と 考 え て い る 。 ま た 家 族 政 策 に つ

い て は 、 複 雑 ・ 多 岐 か つ 頻 繁 に 改 正 さ れ て お り 、 本 稿 で は 十 分 に 把 握 し 切 れ な か っ た 嫌 い

も あ る 。 こ の 点 に つ い て は 、 福 祉 専 門 家 の 協 力 を 得 る と と も に 、 個 々 の 改 訂 を 年 表 化 す る

な ど の 作 業 を 進 め 、 再 度 、 国 際 比 較 を 行 い 、 そ の 特 徴 を 論 じ た い と 考 え て い る 。

註

（１）結婚を促すことへの経済的支援は、 1983 年 に 結 婚 持 参 金 や 結 婚 準 備 費 用 の 税 控 除

の廃止（ 1972 年の所得税法改正、連邦法 1983/587 ）に続き、 1987 年 の い わ ゆ る 結 婚

手当 Heiratsbeihilfe の 廃 止 （ 課 税 変 更 法 1987 、連邦法 1987/606 ）、さらに 1988 年



には、離婚相手に対する生活費支払を、もはや特別支出として認めないなど（ 1988 年の

所得税法改正、連邦法 1988/400 ）後退している（BMUJF　1999a:  749 ）。

（ ２ ） こ の よ う な 離 婚 率 や 再 婚 率 の 上 昇 に と も な い 、 1 9 7 0 年 代 以 降 、 母 子 家 庭 の 経 済 状

況 と 非 嫡 出 子 の 法 的 権 利 の 改 善 が 始 ま り 、 ま た 離 婚 や 親 権 、 養 育 権 に 関 す る 法 律 が 改 正 さ

れ た 。 さ ら に 1999 年 ６ 月 に は 、 婚 姻 及 び 離 婚 に 関 す る 法 改 正 が 可 決 さ れ 、 2 0 0 0 年１月

よ り 施 行 さ れ た 。 法 改 正 の 目 玉 は 、 夫 婦 間 の パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 形 成 に あ り 、 両 者 は 世 帯

負 担 を 平 等 に 分 担 す る も の と し た 点 に あ る 。 こ れ に よ り 、 こ れ ま で （ 夫 の 妻 に 対 す る ） 扶

養 義 務 と 結 び つ け ら れ き た 「 負 債 原 則 ( d a s  Verschuldungsprinzip)」は、（妻の）家事

負 担 を 考 慮 し た 「 物 的 補 償 原 則 (das materielle Ausgleich) 」 に と っ て 代 わ ら れ た

（IFD,1999:37）。

（３）他の EU/EWR 加 盟 国 の 市 民 も オ － ス ト リ ア 国 内 で 就 業 し て い る 場 合 は 同 様 の 受 給

資 格 が 与 え ら れ る 。 そ の 他 の 国 か ら 来 た 外 国 人 も 国 内 で 合 法 的 に 就 業 し て い る か 、 あ る い

は 5 年 以 上 国 内 に 在 住 し て い る 場 合 に は 受 給 資 格 が あ る 。 ま た 難 民 に は 認 定 後 た だ ち に

オ － ス ト リ ア 人 と 同 じ 受 給 資 格 が 与 え ら れ る 。

（４）1996 年 の 改 定 で 、 職 業 教 育 期 間 に あ る 場 合 の 最 長 年 齢 が 満 27 歳から 26 歳に下げ

ら れ る と と も に 、 年 齢 に 応 じ た 金 額 が 設 定 さ れ る こ と に な り 、 満 10 歳以上と、19 歳以降

の 基 本 額 が 引 き 上 げ ら れ た 。

（ ５ ） 嫡 出 子 と 非 嫡 出 子 に 同 等 の 権 利 を 与 え る こ と 、 両 親 が 離 婚 し た 児 童 の 保 護 、 教 科 書

の 無 料 化 、 困 窮 家 庭 へ の 教 育 援 助 、 母 性 保 護 な ど 、 こ の 草 案 に は 、 夫 婦 と 家 族 の 基 本 権 の

保 障 に つ い て 極 め て 先 進 的 な 内 容 が 盛 り 込 ま れ て い た 。

（5）[ BM FJK] Bundesministerium für  Familie,Jugend  und Konsumentenschutz。さらに 1987

年に環境・青少年・家族を所管する、連邦環境・青少年・家族省[ BMUJF] 　となるが、2001

年現在は、連邦社会保障・世代省(BMSG)Bundesmin i s t e r ium für  Soziale Sicherheit und

Genera t ionen　に再編されている。
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図１　合計出生率の推移：1880年－1998年

合計出生率

出典：IFD,1999, p.15
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図２　完結出生児数の推移：1900年-1961年

出典：BMUJF　1999a:150

 註：1981年と1991年の国勢調査及び1996年のミクロセンサス

で、すべての女性に既往出生児数を質問した結果による。な

お、推計部分は灰色で表示してある。
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図３　無子割合の推移：1900年-1961年

出典：BMUJF　1999a:150

 註：1981年と1991年の国勢調査及び1996年のミクロセンサス

で、すべての女性に既往出生児数を質問した結果による。な

お、推計部分は灰色で表示してある。
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図６　女子の平均出生年齢の変化

図７非有配偶出生割合と非有配偶女性の合計特殊出生率

出典：IFD 1999: p.24
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図８　女子の合計初婚率と平均初婚年齢、合計離婚率
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図９　50歳までの女子既婚率（出生年次別）
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図１０　就業率の推移：1982年－97年
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出典：IFD:1999, p.57
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図11　子供数別の貧困世帯比率
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単位：人
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図１２ 育児休業手当と特別緊急補助金の　
　　　 受給者数の推移　　

出典：IFD:1999, p.45

















表１　家族類型別割合

家族類型 1971 1981 1991 1994 1995 1996 1997
総数（1000） 1,929 1,989 2,109 2,238 2,242 2,246 2,245
全体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
同居児あり 67.9% 69.0% 67.4% 64.6% 65.0% 65.0% 64.1%
同居児なし 32.0% 31.1% 32.6% 35.4% 35.0% 35.0% 35.8%

内訳
夫婦と同居子あり 55.1% 54.3% 49.6% 48.0% 48.8% 48.4% 48.1%

その内、子供１人 21.7% 21.2% 20.8% 19.3% 19.8% 20.1% 19.6%
子供２人 18.1% 20.0% 19.5% 20.1% 20.4% 19.9% 20.0%

子供３人以上 15.3% 13.1% 9.3% 8.5% 8.6% 8.4% 8.5%
夫婦（同居子なし） 30.5% 28.6% 28.4% 29.8% 30.2% 30.3% 31.0%
同棲 2.7% 4.1% 6.6% 9.5% 8.3% 8.3% 8.4%

その内、子供あり 1.2% 1.7% 2.5% 3.9% 3.4% 3.6% 3.5%
子供なし 1.5% 2.5% 4.2% 5.6% 4.8% 4.7% 4.8%

片親 11.6% 13.0% 15.3% 12.7% 12.8% 13.0% 12.5%
その内、女親と子供 10.4% 11.4% 13.0% 11.0% 11.2% 11.3% 10.8%

男親と子供 1.2% 1.6% 2.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.7%

出典：IFD, 1999, p.31
註：同居児の有無による合計は筆者による。

表12.xlsのコピー 世帯 2002.12.13



就業率（％） 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳
女性全体 69.7 78.0 74.4 74.1
女性（無子） 67.9 83.1 88.2 89.0
女性（有子） 78.4 72.4 68.7 70.1
15歳以下の子供あり

1子 80.9 80.3 80.2 74.6
2子 75.5 63.5 63.3 64.0

3子以上 50.0 65.9 57.3 51.4
母子家庭 89.7 85.6 90.3 91.5

表２　年齢別子供数（同居）別の女子就業率　1997年

出典：IFD,1999, p.58

表12.xlsのコピー 女子就業率 2002.12.13


